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第１章　総論

１．１ 調査の背景・経緯

マレイシア国では、半島部を中心に急速な経済開発・工業化を実現する一方、国内における
経済格差が拡大しており、開発が遅れ、未電化世帯を多く抱えるサラワク州における電化の促
進が一つの重要な政策課題となっている。また近年、環境調和型の開発が政策課題となり、第
７次国家開発５カ年計画（1996～2000年）にも掲げられているように、水力・火力を中心とし
た従来型のエネルギー政策を転換し、再生可能エネルギーの利用促進が図られるようになって
きている。

再生可能エネルギーの中でも、一日4.5～８時間の日照時間を有するマレイシア国では、特に
太陽エネルギーに注目がおかれている。

マレイシア国政府は、1990年より全国の地方村落部の未電化地域に対し、太陽光を始めとす
る再生可能エネルギー発電の普及を促してきたが、人的資源や技術力の不足等の要因により、
それらの効率的普及が進んでいない。
このような背景のもと、1998年10月に太陽光利用地方電化にかかる開発調査の要請（“The 
Development of Solar Energy Projects for Rural Electrification and Capacity Building”）が、マレ
イシア国より日本政府に対して提出された。その主な要請内容は以下の２点であった。
（１） サラワク州村落部の電力普及のための太陽光エネルギープロジェクト策定と実施
（２） 太陽光エネルギー開発のための関連情報・リソースネットワークの整備

１．２　プロジェクト形成基礎調査の概要

同要請を受け、1999年11月より、本件の要請内容の確認を行うため、プロジェクト形成基礎
調査団（以下「プロ形」）を派遣し、MECM（Ministry of Energy, Communications & 
Multimedia）やＭＲＤ(Ministry of Rural Development)、SPU(State Planning Unit, Sarawak)を始
めとする先方政府関係諸機関との協議及びサラワク州における農村の現地踏査を行った。この
調査により、本案件の要請内容を確認し、マレイシア国における太陽光を中心とした再生可能
エネルギー利用の現状について情報を収集するとともに、実施する場合の本格調査のあり方に
ついて協議した。その結果、マレイシア政府は地域開発の一環としてＰＶを利用した地方電化
を行っているが、事業の村落レベルの実態については殆どフォローされておらず、事業の持続
性に対する疑問が多方面から指摘され、維持管理体制の構築を中心とした開発調査実施の必要
性が明らかになった。

ところが、未電化村やＰＶ電化村の実態を把握している者は政府関係者においても殆どいな
かったため、同調査においては、自動車によるアクセスが不可能であるそれらの地域について
は踏査することができず、当該地域の実態については十分に把握することはできなかった。

また、先方関連各機関の間の議論が十分になされておらず、各機関ごとに意識の違いが見ら
れ、要請元のMECMは明確な問題意識を持っていたものの、ＭＲＤやサラワク州の機関につい
てはMECMとのコミュニケーション不足等の理由により調査に関して受動的であり、本調査に
期待することが明確にされていなかった。

このような背景を踏まえ、同プロ形におけるＭ／Ｍにおいて、予備調査を実施する前提とし
て、マレイシア国内の関係諸機関の間で協議と調整を行い、各の役割を明確化した上で改正版
の要請書を提出することを記した。これを受け、マレイシア政府は2000年１月に新たなTOR

（別添２参照）を日本側に提出した。
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１．３　調査目的と方針

（１） 本調査の目的
本事前調査では、先方関係機関等との協議により、調査団作成ＰＤＭ（別添３参照）

に基づく調査の具体案に対するマレイシア側の意向を確認する。また、関係資料の収集及
び対象地域の踏査を通して、マレイシア国サラワク州のＰＶ利用地方電化事業の実態を明
らかにすることと、現状の問題点を明らかにすることで必要なインプットを明確にし、開
発調査の実施時に必要となる投入事項、各関係機関の果たすべき）役割について検討する
ことを目的とする。

（２） 調査方針
１）現地踏査を通じた先方ＰＶ電化事業の実態調査

本調査においては、既にマレイシア側が行っているＰＶ電化事業の実態について把握
することが最も重要である。特に、住民側の受容状況すなわち

・どのようにメインテナンスが行われているのか
・住民がシステムを適切に利用しているかどうか
・料金徴収が実際に行われているかどうか

等の点につき調査し、先方のプロジェクトの完成度と、その改善点を明らかにする。先
方政府（ＭＲＤ）は地域開発の一環として地方電化を行っており、本調査についても同
様に地域開発の観点から行うと言うことで、プロ形のＭ／Ｍ及び改正版TORにそれぞれ
記載されているとおり、合意ができている。この観点から、実際に電化が地域の開発に
どのように、またどの程度寄与しているのかを明らかにする。

これをもとに現状の地方電化の枠組みについて再検討を行い、問題点を明らかにしつ
つ将来の枠組みのあり方についての検討も行う。これを本格調査に活かしていく。

２）本格調査目的の確認
プロ形時の協議では、先方各機関の間で認識の違いが見られ、問題意識や本調査に対

して期待する事項が明確でない機関が見られた。こうした状況は、調査の具体的内容と
各機関の果たすべき役割が明確でないことに起因すると考えられることから、本予備調
査においては、調査団作成ＰＤＭを叩き台としつつ、調査の計画に対するコンセンサス
作りを行う。

３）本格調査の内容に関する協議
改正版 TORを作成した先方キーパーソンとなるMECMのRajan 氏が不在となることか

ら、今回の予備調査を通じ本格調査の内容にかかる正式協議は行わない（先方TOR記載
事項に対する背景情報の聴取、当方の意向の伝達にとどめる）。

①地方電化関連機関の相互関係や各々の役割の明確化
・プロ形調査で得た地方電化体制（予算の流れ、責任分担等）のうち、特に

SDO(State Development Office)等、より村落レベルの機関の役割、その住民との関
係について調査する。

・’Steering Committee’ 及び ‘Project Implementation Unit(PIU)’ の各構成メンバ
ーの意識の確認及びメンバーの妥当性の再検討、またそれぞれの役割のさらなる具
体化。とりわけ電力公社であるSESCOがいかなる役割を果たすべきか検討する。
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・機材設置業者（Projass）の実態の調査

②パイロットプロジェクトの実施体制について
・地域の政府機関・NGO・コンサルタントの参加が期待されているが、その実態（数、

規模、能力等）について
・住民自身の組織作りの実施について

１．４　調査項目

（１） 現地踏査（サラワク州における未電化村・ＰＶ利用村・ディーゼル利用村）
・マレイシア国政府のＰＶ利用地方電化事業の実態予備調査（対象地域のアクセス・地

理的状況、導入されているＰＶシステムの特徴、システムの利用状況、社会経済状況
等）

・未電化村の実態調査（配置、人口、アクセス・地理的状況、社会経済状況等）
・電化状況別の村落における社会経済状況及び住民のニーズ
（＊社会経済状況：収入、産業、家族構成、住民組織、エネルギー利用状況等）

（２） 要請内容の確認
・改正版 TOR につき確認（当初のTORとの変更点、Ｍ／Ｍとの関連等につき）
・調査の目的、主要調査事項及び範囲の確認。パイロットプロジェクトの目的（必要性

を含む）等
・各関係機関の役割分担

（３） C／P 機関選定の妥当性、関係機関の能力の確認

（４） 関連情報の収集
１）対象地域に係る少数民族の生活状況

・生活上の問題点
・電化や環境に対するニーズ
・ライフスタイル　等

２）関連法規
・環境関連（バッテリ等、PV機材の処理法）
・少数民族保護等に関する法令・政策
・その他

３）その他の機関の現状
・民間セクターの現状（Projass, それ以外）
・NGO、コンサルタント等の調査（能力等）

４）調査環境
アクセス状況、治安状況、道路整備・送配電網整備の計画状況
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１．５　調査団構成

（１） 高田　裕彦　　団長　　　　　　　　JICA鉱工業開発調査部計画課長代理
（２） 鈴木　勉　　　電力技術行政　　　　通産省資源エネルギー庁電力技術課
（３） 梅津　径　　　調査企画　　　　　　JICA鉱工業開発調査部資源開発調査課
（４） 西野入一雄　　太陽光発電普及計画　株式会社安川エンジニアリング
（５） 山田　勝彦　　地方電化計画　　　　株式会社ニュージェック
（６） 畔上　尚也　　農村社会経済調査　　アイシーネット株式会社

１．６　調査日程

（１） 調査期間：2000年３月７日（火）～2000年３月２３日（木）
但し、団長　　：７日～１９日

団員（２）：７日～１５日
団員（５）：１４～２３日
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（２） 調査行程
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１．７　主要面談者

（１） EPU(Economic Planning Unit)
Rosli Mohamed, Principal Assistant Director Energy
Yap Lee Hua, Assistant Director

（２） MECM(Ministry of Energy, Communications & Multimedia)
Husniarti Binti Tamin, Deputy Sec. General
Thiyagarajan (Rajan) Velumail, Principal Assistant Secretary 
Khairul Nisam Romli, Research Officer

（３） MRD(Ministry of Rural Development)
Idris Bin Ramli, Undersecretary
Mohammad Fawzi B.Ariffin, Head of Technical Unit
Mishhak Bin Munangin Mohd

（４） PTM (Pusat Tenaga Malaysia: Malaysia Energy Center )
Ahmad Zairin Ismail, Head Unit of Emerging Technology
Lok Chung Kiat

（５） SPU (State Planning Unit, Sarawak)
Datu Wilson Baya Bundot, Director
Philip Addo, Assistant Director
Abdel Kudi Tannddi, Assistant Director
Danny Lansdale, Asst. Director
Hang Tuah Merawin, Senior Asst. Director
Desmond Hii Yen An,Principal Asst. Secretary(Utility)

（６） SESCO (Sarawak Economic Supply Corporation)
Chan Seng Yu, Electrical Engineer (Distributing Division)
Kee Song Khai, Electrical Engineer (Distributing Division)

（７） Yakin (現地NGO)
Maria Bin Hasman, CEO

（８） Projass (現地企業)
Shariman Mansor, Manager (Solar)
Nik Badrul Hisham, General Manager
Yaakob Ab Ghani

（９） 在マレイシア日本大使館
奈須野　太　二等書記官

（10） JICAマレイシア事務所
岩波　和俊　所長
寺西　義英　次長
山村　直史　所員

－6－



第２章　協議結果�



第２章　協議結果

２．１団長所感

（１） 調査の内容について：
サラワク州においては、連邦政府地方開発省（MRD）の直轄事業としてプロトタイプの

SHSによる僻地村落電化事業が進められている。これは、すべての国民の基礎的生活レベ
ルを保障するものとして、水、電気、通信を提供するとの連邦政府方針によるものである。
工業化により2020年の先進国入りを目指す同国においては、地域格差をいかに是正するか
は大きな課題であるといえる。

こうした村落電化事業を進めるにあたり、考えるべきは、いかに長期的な視野に立ち事
業を実施していけるかであり、その結果をさらなる村落開発事業にいかにして結びつけて
いくのかという点にある。

この点で、先のプロジェクト準備調査での協議を踏まえ、今般マレイシア側から提出さ
れた改訂版プロジェクトプローザルでは、本件調査の目的が「SHS電化のサステナビリテ
ィを高める」ことにあり、「村落の社会経済開発を促進すること」であることが明記されて
おり、マレイシア側と日本側で目的意識は共有されているといえる。

しかしながら本件調査をどのように実施していくかという点については、認識の違いの
あったところである。マレイシア側の提案する調査内容では、SHSのサステナビリティを
確保するため、モデルプラントにおいて、同システムのオペレーション、メンテナンスに
関わる人材の育成を行い、SHS電化村における長期的なシステムの維持体制を確立すると
ともに、同モデルプラントのデモンストレーション効果により、未電化村の電化を促進す
るとの点に調査の主眼が置かれている。

プロトタイプSHSによる電化は、インストールの容易さ、修理用パーツのストックが簡
便化されることや、日常的なオペレーション、メンテナンスに手間がかからないとの事情
を考えれば、利用者が正しい知識をもちシステムを取り扱う限り、最も現実的な方法とい
える。このため、オペレーション、メンテナンスに関わる人材を育成し、システムをより
持続的に利用可能なものとするとのマレイシア側の考えは妥当なものといえよう。

一方でSHS電化のサステナビリティを考えるとき、こうした、いわば「ミクロ」のサス
テナビリティを確保する試みとともに、SHS電化事業制度あるいは、村落電化事業自体の
サステナビリティをいかに確保するかという「マクロ」の側面を考えることが重要である。
具体的には、以下の点を考慮した電化計画が必要である。

１）SHSによる既電化村落への対応を視野に入れた計画：
現行のSHS電化事業は、2000年までの計画（施設修理保証は2003年まで設置業者との

間で契約）となっている。このため、2000年（あるいは2003年）以降、どのように未電
化村の電化を進めていくのかとともに、当該期間内に設置されたSHSのメインテナンス
をどのように行うのか、また、既設SHSの耐用年数が終了した際、どのように機材の取
り替えを行っていくのか、といった必要性を政府として把握した上、綿密な村落電化計
画を策定するべきであると考える。現状では、既設施設に関する情報については、MRD
も、設置業者を頼りとしている状況であり、詳細計画づくり、事業実施の基礎資料とし
て、これをインベントリーとして整備することが必要である。
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２）村落の経済活動に必要な電力への対応：
現在のSHSによる各戸への電力供給は、容量、時間ともに限られたものである。今般

の調査では、SHSによる電化村を視察したが、電力を特定の経済活動に利用する状況に
は至っていない様子であった。しかしながら既電化村においては、より大きな電力供給
を求める声もある。こうした声が、村落の経済活動＝村おこしのため起こってくるとす
れば、本件調査の目的に鑑み歓迎すべき状況である。電化の結果として、「より大量で、
使い勝手の良い電力を」との要望は必ず起こるものと想定し、こうした需要に応える
SHS電化計画を策定することは、これまでに行ってきた電化事業を意味のあるものとす
るためにも重要である。

３）SHS以外の電源による電化村への対応：
マレイシアでは、SHS電化の対象となる地域を“Remote Area”とし、その定義を「4

輪駆動車でのアクセスが不可能な場所」としている。しかしながら今回の調査において、
こうした地域の村落のなかには、既にGenerator-set（以下Gen-set）により、Standalone 
のローカルグリッドを持つ村落もあり、その運営は住民に任されるとともに、機材の故
障修理については、住民からの求めに応じ、商業ベースでサラワク電力公社（SESCO）
が対応している（費用は州政府がO&M予算を組み、ここから支払っている）ことがわ
かった。

また、SHSにより電化を行った村落においても、SHS設置以前から個人的にDiesel 
Generatorを購入し、電気を利用していた家庭も見られた。

先にも述べたとおり、SHSにより村落電化を行っていくことは、現状では最も現実的
な方法であると考えられる一方、“Remote Area”の村落とはいえ、その状況は様々であ
り、電化に対する認識や需要についても様々である。このため、今後のGrid延長の計画
を見据えながら、今後どのようにこうして“Remote Area”の電化、あるいは再電化を
図っていくのかといった投入計画、さらには、Standalone Gridを持つ地域の自立発展性
をいかに高めていくか、大所高所に立った計画を策定していくことが、村落電化計画を
より現実的で、長期の使用に耐えうるものとするためには重要である。

こうした観点から、本件調査をサラワク州の村落電化のための長期的視野でのマスター
プラン及びアクションプランの策定計画とし、そのひとつのコンポーネントとしてSHSの
オペレーション、メンテナンスに関わる人材の育成計画を位置づけることを提言したい。

また、グリッドにつながれていないため、統計的に未電化村とされる村落においても、
実際上はDiesel Generatorなどの利用により電気の利用になじんでいる住民・村落は多いと
考えられる。さらに、サラワク州においては、マレイシア政府により、これまで、当面
Gridの延長は望めないと考えられる地域に対し、SHSによる電化を進めてきたとの状況が
ある。こうしたなかで、既にSHS電化の持つ限界への認識や技術的問題点も明らかになる
とともに、さらに大容量の電力に対する需要も涵養されている。その意味では、これまで
JICAが、多くの太陽光発電による村落電化開発調査のなかで目指してきた、デモンストレ
ーション性や住民により施設を運用していくことが可能かとの実証性は、こと本件調査に
関してはほとんどないといえるかも知れない。しかしながら、逆に現実が１歩２歩先行す
る状況にあって、試験的な事業の段階を脱し、本格的にSHSを利用した村落電化を進める
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ためにはどのような計画を用意する必要があるのかといった、新たな局面に私たちは立た
されているのであり、その意味では本件調査を実施する意味は極めて大きい。

また、電化されること自体を村落の開発と考えるのではなく、この電力をいかに村落の
社会・経済の開発の手段として活用しうるのかを問われている点でも、本件調査の持つ意
味は重大である。今般の調査では、時間的な制約もあり、当初意図した電化の村落社会、
経済に及ぼす影響を十分に把握するには至らなかった。この点は、次回事前調査以降にお
ける課題とすることとしつつも、村落電化の開発効果を明示的に評価した上で事業を実施
することは、今後、当該事業を促進していく上で前提条件となるものであると考える。

（２） 調査実施体制について
本件調査には多様なStakeholdersがいる。マレイシアは連邦国家であり、連邦政府と州

政府との関係は、単純な上下の関係ではない。また、サラワク州は、歴史的な経緯もあり、
独自のアイデンティティを持つ州でもある。

今回の予備調査の実施においては、関係各機関が共通の目的意識や本格調査に関するイ
メージを抱き得るよう、その理解を醸成することが目的のひとつであった。

今回の予備調査の経験を踏まえ、今後、円滑な調査実施のために特に留意すべきと考え
る点は以下のとおりである。

１）本件調査の要請が、連邦政府から行われたものである一方、調査活動、並びに調査の
結果を受けた村落電化を契機とした村落開発には州政府の積極的関与が不可欠である。
このため、本件調査に関する州政府の理解をさらに深めるとともに、これを活用したい
との意欲を州政府に感じさせることが重要である。したがって事前調査実施にあたって
は、州政府への「根回し」を入念に行うこととし、また、州政府が実務上求めるところ
が開発調査の結果として得られるよう、事前に彼らのニーズを聴取し、これを反映した
調査計画とすることが重要である。わが方としても、連邦政府と州政府のコミュニケー
ションを促進するとともに、日本側の意図するところを示しつつ、マレイシア側の考え
を導き、マレイシア側の参加意識を醸成する場を設定することが特に必要である。

２）連邦政府関係者のサラワク州村落の現状についての知識は必ずしも十分ではなく、こ
のため、開発の方向性を見誤っていると思われる意見も聞かれた。こうした問題を回
避するため、調査実施の実質的な中心は州政府に置きつつも、調査の方向性を決定す
る重要な会議等においては、州政府と連邦政府同席のもとで行うことを原則とする必
要があると思われる。また、調査実施にあたっては、入手情報の信頼性をクロスチェ
ックすることが必要である。

３） 電化を村落開発事業と的確に結びつけていくためには、今後の調査の過程で、村落開
発事業に関わる計画をより具体的に知ることとともに、これに携わる関係機関を計画
の策定及びその後の事業実施の段階にインヴォルヴしていくことが重要である。
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２．２主な面談議事録

（１） JICA事務所訪問　
日時 ：2000年3月8日　9:00
出席者 ：岩波所長、 山村所員、調査団全員
面談概要：

１）山村所員との前打ち合わせ　
（山村）健康相談員とも話したが、マラリアの心配はほとんどないだろう。これ

までも山に入る専門家はいたが、薬は飲んでいない。こちらへ赴任して２年になる
が、マラリアにかかったという話は聞いたことがない。ただし、デング熱は一人発
病した例はある。これについては、予防薬はないので、かかったら安静にするしか
ない。

現地踏査のルートは、Projassが選んだものでルートは複雑。スケジュールについ
ては、先日送ったとおりであるが、１６日は休日のため１５日から１７日まで休み
となる可能性がある。EPUはプロジェクトに直接関与していないため、エネルギー
部門が対応するだけであり、こちらから報告するだけの形だろう。
（高田）Remoteエリアに入るので、承知願いたいという程度を考えている。。

２）岩波所長表敬訪問
（高田団長より本調査団の目的の説明）
昨年１１月のプロジェクト形成基礎調査（プロ形）では、時間の制約や総選挙等

の影響により肝心の未電化村やPV電化村の踏査を実施することができなかった。今
回の調査は実質的にはプロ形の第２段というもの。今回は、TORの実際の作成者で
あるMECMのRajan氏が不在と聞いており、改正版TORについて協議を行い、本プ
ロジェクトのフレームワークを固めるのは無理と認識している。しかし、日本側と
してもこのTORについての感想はもっているので、何らかの形でコメントは残して
いく予定。

本格調査の目的は、村落電化のやり方をどのようにsustainableにしていくか、電
化されることによって何ができるかといったことを明らかにすることである。また、
コストの削減の検討ということも調査内容の一つと考えているが、これについては、
ハード面ではコストの削減は難しいことが予想されるが、「やり方」の面で工夫の
余地があると考えられ、どういうやり方がコストパフォーマンスがよいかを検討す
る。また、コストが下がらなければ、社会政策として割り切って進めるという判断
も必要になる。

改正版TORでは、モデルシステムの導入が含まれているが、当方としては疑問が
ある。

（山村）サラワク側は、調査のBenefitとして、物が入らなければ話にならないと
考えている。レポートはもう不要であり、物がほしいということ。

改正TORが提出される前に、時間が結構あったため、関係者がどのくらい話し合
っているかが本予備調査における一つのポイントとなるだろう。マレイシア側各機
関が何をメリットとして考えるか、その合意が得られればうまくいくだろう。
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（高田）本調査の困難な点としてPlayerが多く、それぞれが部分的に関与している
だけということが挙げられる。中でも本調査に関連する実際の事業にあまり関与し
ていないMECMが、このプロジェクトの中心にいることが問題。

モデルシステムを一つ作ることは簡単だが、これをどのように事業化していくか
が問題である。また、必要があれば作ることになる。現在の見通しではおそらく作
ることになりそうだ。

（岩波所長）今回の現地踏査の実施にあたって事故と病気が心配である。JICAと
しても二重三重のバックアップ体制を考えているところ。

今回は、担当者の不在など客観的に見てさまざまな点で状況が良くない。本予備
調査においては無理はせず、何よりも無事に帰ってきてもらいたい。

マレイシア側の考え方も関係機関が多いため、当初のものから二転三転している。
時間をかけることが大切。この意味でも今回のような現地踏査のための予備調査と
いうものも有意義なものであると考える。Remoteエリアが対象であること、少数民
族が対象であることで、当初よりChallengingであると認識している。

（２） EPU（Economic Planning Unit）
日時 ：2000年3月8日　14：30
出席者 ：Dr. Rosli Mohamed (EPU), Yap Lee Hua (EPU), 調査団全員
面談概要：

・高田団長より、今回調査の目的とスケジュールについて説明した後、今回は第2回
目のプロジェクト形成調査という意味合いがあり、前回調査でできなかった辺境村
落について主に調査する旨の発言があった。

・Dr Mohamedより、日本側の努力に対し感謝の表明があり、独立型のSHSを辺境村
落地域に積極的に導入したいとのコメントがあった。

面談で議論された内容は以下のとおり。
・自立発展性が今回のプロジェクトでは重要であり、開発調査はその改善に貢献でき

ると考えている。費用の計算だけでなく、間接便益についても評価したい。
・（EPU側の「最終的にSHSの設置を考えているか」という質問に対し）マレイシア

側でMRDを中心にすでにSHSを設置しており、今の段階では決定していない。
・開発調査では、多くの関係者が関わることになり､コンセンサス形成が重要である

と考えている。
・州レベルの関係者としては，SPUとSESCOが中心になると考えている。
・辺境村落での電気使用量は、村によって異なっているであろう。
・本格調査では現在のSHSプロジェクトに対する評価についても行う予定である。

MRDで実施しているプロジェクトの経験から学ぶことは重要であると考えている。
・SHSのコスト削減については、技術的には難しいところはあるが、マネジメントの

観点からの削減は可能だと考えている。
・第8次マレイシア計画は、2001年第1四半期に完成する予定である。農村電化の位置

付けが高いことに変わりはないと思うが、予算割り当てについては現時点ではっき
りとしない。
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（３） MECM表敬及び打合せ
日時 ：2000年３月９日（木）９：００
出席者 ：Mr. Rajan（MECM）、Mr. Lok (PTM)

高田団長、鈴木団員、梅津団員　山村所員
面談概要：

１）本予備調査期間中はインドネシア出張で不在とされていたRajan 氏が協議に参加
することに。同氏は近日中にマレイシア国を離れる予定であり、多忙な中、なんと
か都合をつけてこの協議に参加することにしたようである。調査団側としては、同
氏が不在という前提で本予備調査の計画を立てており、改正版TORについては協議
しない予定であったが、急遽いくつかの点につき確認し、下記のような回答を得た。

・電気は家や水に続くbasic necessity と考えている（第４のそれは遠隔通信）。住
民は初めは未知なるものを恐れるかもしれないが、一度電気を使い始めれば、
必ずより多くの電気を欲するようになる。これによって開発への意思が生まれ
てくる。このようにニーズを作り出すことが重要だ。

・電気料金については、将来的には住民自身で回収させてメンテも行わせたい。
電化が経済活動につながれば支払い意志も出てくるだろう。本調査では料金徴
収は難しくても、最低メンテは住民で行わせたい。

・使用済みバッテリー等に係る環境関連の法規は存在していない。何故ならこの
ような分野は取り組み始めたばかりであり、今後の課題となるはずのものであ
る。

・少数民族の保護法規なども本プロジェクトの妨げになるようなものは存在しな
い。マレイシア政府は、彼らの文化の保護は開発と共に（“conservation with 
development” ）という方針であり、むしろ彼らの開発は優先的な課題である。

・オリジナルのTORでは「太陽光」に限定していたのを、今回の改正版TORでは
「再生可能エネルギー」に拡張したのは、よりJICA調査団にフリーハンドを与
えるためである。例えばバイオマスとのハイブリッドということも考えられる
かもしれない。いずれにしろ、JICA調査団はこれに縛られる必要はない。

・農村開発関連のNGOで有能なものはない。彼らのcapacity building も本調査に
期待したいことの一つである。

・前回プロ形調査後、サラワクを含めた関係者で協議の場を持っており、各関係
者はそれぞれ本プロジェクトに意欲的に関与している。

２）その他、本予備調査の行程等につきRajan氏から下記の点が述べられJICA側はこれ
を確認・了承した。

・現地踏査等のコーディネイトはPTMのMr.Lokが行う。彼は実際に踏査に参加す
る。

・１３日、１４日（団長及び鈴木団員がKLに戻ってくるタイミングで協議を希望
していた）にはMECMもMRDも担当者が不在で協議を行うことができない。
だが、全団員が踏査を終えてKLに戻って来る２１日に、この日には必ずMRD
やPTMを含めた関係者を集めるので、ここで報告をしてほしい。

・前回プロ形時にはMRDは本調査に乗り気ではなかったが、その理由として彼ら
はJICA調査団がプロジェクトを行う意志が明確でないということを挙げてい
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た。だから、今回は現地踏査の結果を踏まえ、現状に対するコメントを批判を
含めて出してほしい。

・２１日の協議の時にはMECMからはMs. .Husniartiが出席する予定である。

（４） Projass 訪問（Projass Enercorp Sdn. Bhd：No.2-1, Subang Business Centre, Suban Jaya）
日時 ：2000年３月9日（木）10:20～12:00
出席者：Nik Badrul Hisham  (General Manager, Operational Support) 

Shariman Mansor  (Manager,Solar) (以上Projass) 西野入団員、畔上団員

１）Projassへの訪問目的（Projass社からの質問に答えて）
MECMから出た援助計画要請が基本的にMRDの直轄事業である隔地のPV電化の

sustainabilityを担保しようとするものであるので、援助計画立案のため今回現地調
査に先立ち隔地のPV電化の実態を更に知りたい。

２）MRD直轄事業による隔地のPV電化1996～2000の最新リスト（プロ形調査でMRD
とSESCOから部分的に貰ったものの補充として）について
Kuching現地調査期間中にHisham氏が西野入団員に渡すようにする。

３）O&Mの実態
・現在のO&Mの実態報告書はProjassからMRDに月報を出しているが、これは

ProjassからJICAに手渡すわけにはいかないのでMRDに要求する必要がある。
・現在のO&Mシステム

ProjassとMRDの契約は；
金額：1999～2003の5年間でサバ、サラワク全体グロスで300万RM
業務範囲：年1回の巡回点検保守を実施する、上記で交通費、Man-Hr代をカ

バーする。
修理は別契約で、修理部品、修理作業代金は別途MRDがコンサル社FIVE-

Hの評価報告を基にしてProjassに発注する。
1997と1998の事故分析からProjassは年4回の定期巡回サービスを提案した

が上記の通りとなってしまった。実態は住民からのクレームがいろいろなル
ートでMRDに上がってくるので、巡回は適宜することになり定期年1回とい
う形にはなっていない。

・住民からのクレームは些細かつ身勝手なものが少なくない（バッテリー液蒸発、
電球は住民持ちなのに切れると交換要求してくるなど）。

・クレーム伝達方法は主に手紙で、たまには携帯電話も使われる。アマ無線は無
い。

・クレームルートは村の有力者経由、政治家経由、村民直接、など。
・クレームの受付はMRD。上がってきたクレームはMRDからコンサル社FIVE-H

に伝え、同社が評価し、処置をMRDに推奨する。MRDはそれを基にProjassに
修理発注をする。
サラワクでの巡回点検要員は、クチンProjass事務所に1チーム2名を2組（計4名）
配置している。
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・FIVE-H社はcommissioningと現場でのユーザーへの口頭説明を担当する。
・簡単な使用上の注意事項は機器収納箱に図解ポスター形式で添付している。
・保守点検員が現地出張したときの宿と食事はケースバイケースで、村落の好意

で提供する場合もあれば、全部Projassが準備せねばならない場合もある。
・電気がさして欲しくもないのにPVが設置されてしまったというようなミスマッ

チはいまのところない。
・MRDが設置したPVについては料金徴収はしていない。徴収費用のほうが

SESCO標準料金より高くなるので無償にしていると説明されているが、政府
（MRD）は予算を執行する機能はあるが国民から金員を直接徴収する機能はな
いという解釈もある。

・マラリアについては余り問題ではないが、MRDの実務担当者はこのPVの業務
でマラリアに罹ったことがある。病気としてはコレラにも注意したほうがよい。

４）現在のMRD/Projassによる村落電化用PVシステム機器の説明パンフ類とProjass社
の会社紹介パンフは、Kuching現地調査期間中に西野入に渡すようにする。

５）マレイシア製機器は現在主要部には使っていない。BPマレイシア社で4月からBP
（オーストラリア）のセルを輸入してモジュール化する工場が稼動される予定。能
力は２～３MW／年。いろいろな仕様のモジュールを製作する予定。村落電化用の
セルとモジュールは関税が免除される。

・バッテリーはサイクルサービス仕様の良品がマレイシア製ではないので、オー
ストラリアから輸入しているが、村落電化用であっても国内品保護政策で関税
２５％＋販売税１０％が課せられる。

・インバーターは初期は米国Trace社製であったが価格が高いので、その後オー
ストラリアのセントロニクス社製を採用している。将来はマレイシア国内で
OEM調達する計画である。

６）MRD直轄工事のPVシステム設計に使用した日照データは、Putang JayaとSabahの
値を参考にした（いちいち各設置地域のデータを計ることに実益はない）。連続無
日照日は5日と想定してある。6月?7月は霞んでいる日数が多い。

７）SHS設置時に口頭で使い方を説明したり、注意事項が書かれたシールを機器に貼
ったりしている。

SHSは屋根ではなく、金属製のポール上に設置している。

（５） SPU(State Planning Unit,Sarawak)
日時 ：2000年3月10日（金） 9時～10時
出席者 ：Datu Wilson、Ms.Masba ほか（SPU）

調査団全員、山村所員、Mr.Lok(PTM)
面談概要：

・団長から、本予備調査の目的の説明を行い、具体的な現地踏査の計画につき、Lok
氏からサラワク側のやりとりの経緯と、各村への現地踏査はProjassのアレンジとガ
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イドで実施される旨が伝えられた。ここで、SPUのトップであるDatu Wilson にこ
れまで全く話が伝わっていなかったことが明らかになった。

・村に入るためには、地方の行政職員に事前に知らせておく必要がある。特に１２，
１３日に予定されているBareo は、ここKuchingからも遠く離れており、地域的に
もセンシティヴな地域である。私自身ですら同地域に立ち入ろうと思えば事前に伝
えておく必要がある。何か問題が起こったときに身分の保証ができない。今から
Bareo に連絡を取るが、その返事が来るまでは同地域への踏査は許可できない。こ
れについてはのちほど確認をしたいので、Lok氏には今日の午後３時に再び来てほ
しい旨、Datuから伝えられた。

・また、SPUはVillage Integrated Development Program (VIDP)でかなりの程度村落調
査を実施しており、本調査においても対象村落をこれに合わせ、この成果を活用す
べきである。VIDPの対象となる村落は全て州の西側に集中しており、遠く東側の
Bareoを踏査／プロジェクトの対象とするのは疑問である。

・VIDPは、現在調査が終わりつつあり，出来上がったレポートもいくつかある。
・州政府の組織について、SDOは、プロジェクトの実施とモニタリングを担当し、

State Secretaryと連邦政府のICU(Implementing Coordination Unit) Directorに報告
義務がある．SPUは、州内の調査全般と計画立案を担当し、連邦政府のEPUが上部
組織となる。SPUはMECMやMRDの指示で動くことはできず、あくまでEPUに話
を通す必要がある。海外援助により、サラワク州内でプロジェクトを実施する場合、
EPUがプロジェクト契約の署名者となるかもしれないが、EPUはSPUに情報を伝達
する必要がある。

・MLRD(Ministry of Land and Rural Development, Sarawak)は、1997年に設立された。

（６） SESCO（Sarawak Electricity Supply Corporation）
日時 ：2000年3月10日　　10:35～12:00
出席者：Mr. Chan、 Mr. Kee（SESCO）

調査団全員　、Mr. Lok(PTM)
面談概要

・MRD直轄工事の後SESCOに移管されたと言われているrural電化の実状について。
（プロ形調査時、MRDによれば、車が入れるrural地区にはディーゼル発電機を
MRDが設置し運転に入った後は、設備はSESCOに移管され、SESCOの設備として
運営され住民からはSESCOの料金体系により電気料金を徴収するということであっ
たが、SESCOによれば多少問題があり完全に移管されてはいないと言うことであっ
た。このときは時間の余裕が無いため実態を具体的に聞けなかった。今回の聴取に
より以下の実態が明らかになった。）

・別紙12個所の内ディーゼル発電機のみで電化した１０ケ村は住民の自治運営に任せ
られている（設置業者はBORMAP）。２ケ村はディーゼル/ミニ水力のハイブリッド
で計画不備のため水が来ないため稼働していない（設置業者はWMM）。したがって
自治運営もできずMRD管轄のままである。

・自治の内容としては、１～２名の住民が運営資金を住民に請求し、集金し、燃料を
購入し、運転と日常の小点検も実施する。住民がいくらの金額を負担しているかは
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SESCOは知らない。SESCO担当者によれば多分SESCO料金よりは高いであろう、
給電時間は１８時～２３時位であろうとのことであった。

・SESCOはメンテナンス（主にオーバーホール）と修理を実施し、その費用を業者に
一旦支払い、MRDに請求するだけ。SESCO担当者は今まで一回もこれらの１０ケ
村のどれにも行ったことはないということなので、作業は業者任せということであ
ろう。

・別表Bareoのディーゼル/ミニ水力のハイブリッドは水力は水が無く、ディーゼルは
配線をネズミが齧る事故が多発しほとんど使い物になっていない。

・別表１２個所以外にはSESCOが建設、管理運営しているディーゼル発電所が４０あ
り、州のgridに連系されている。州のｇridからの電化にあたり電気使用者から電柱、
架線などの設備費の徴収はその可否、金額はSESCOに任せられている。電気料金は
州政府の認可が必要である。

別表
MRDが設置した後、SESCOに移管されたと称せられるが実はPendingの発電設備（すべて

1998設置）

追記：
3/14Kerrangas現地調査に同行したFIVE?H社のHanizul氏によれば、住民自治はMRDが予定

したものとのことであった。FIVE-H社は建設運開のsuperviseもするのでその辺の事情に通じて
いるようである。
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（７） SPU(State Planning Unit, Sarawak)
日時 ：2000年3月10日（金） １５：００
出席者：Datu Wilson ほか、高田団長、梅津団員、山村所員、Mr.Lok(PTM)

（Mr.Lokに日本人３人が同行する形でSPUを訪問したものの、Datu の意向により初
めにマレイシア人だけの“Internal Meeting”が開かれた。その後、日本人も若干の意
見交換を行ったが、結果的に下記の事項が決定された。）

・Bareoについては、丁度この日の朝刊に掲載された事件（アメリカ人の研究者が同
地域でたまたま植物を手折ったところ、州の法令に触れ、罰金の支払いが課される
こととなった）の影響で、外国人の立ち入りについて非常に敏感になっており、事
前に十分に状況が確認されていない本予備調査期間中には同地域への訪問は許可で
きない。

・PV電化村であるSg.Apin 、Keranggas両村については踏査を許可する。

(またDatuは、未電化村への踏査についてはVIDP対象村とすべきという意向を持って
おり、これらの村落への踏査はこのタイミングでは不可能であることから、結果として
本予備調査期間における未電化村への踏査は不可能となった。)

（８） SPU
日時 ：2000年3月13日　14：00
出席者 ：Mr. Hang Tuah、畔上団員、梅津団員、Mr. Lok Chung Kiat (PTM)
面談概要：

調査団側から、資料、アポの依頼をしたのに関し、SPU側から以下のコメントがあっ
た。

・SPUは、基本的にEPUの指示の下動いているので、EPUから承認があれば依頼の資
料、データは出せる。現時点では、SPUに対する連絡が十分になされていないため、
SPUとしては慎重にならざるを得ない。明日にでもEPUに確認を取るが、それまで
は何の承認も出すことはできない。

・JICAプロジェクトは、既存のMRDによるSHSプロジェクトにどのように生かされる
のか？

・サラワク州の土地所有に関する法律は、半島のそれとは異なる。土地所有には、（1）
登記済み土地、（2）Native Land（所有権が与えられているが、その土地以外の出
身者には売ることができない）（3）Native Customary Land（慣習的に所有され
ている土地）、（4）州所有の4種類に分かれている。土地をめぐる争いは、Land
Courtで審理される。

（９） SESCO
日時 ：2000年3月15日　１４：３０?１６：００
出席者 ：SESCO Mr. Chan Seng Yu (SESCO)

西野入団員、山田団員
協議概要：

西野入団員の（前回提示済みの）質問に対する回答説明があった。[Location of Rural 
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Electricity Project Villages](A3図面1枚)を入手。また、この図面が収録されている報告書
[KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR MALAYSIA MESYURAT 
PENGAMBILIHAN PROJEK BEKALAN ELEKTRIK BANDAR SISTEM PENJANA 
DIESEL DI NEGERI SARAWAK]については、発行元のFIVE-H ASSOCIATES SDN BHD
から入手することを助言された。

MRD直轄のGen-setの保守について：
SESCO職員が住民の通報を受けて自身でオーバーホールも含めて実施する。住民の自

治運営はうまくいっている。
MRDが設置に先立ちSESCOと調整するのはGridへの接続とGen-setによる地方電化に

ついてであり、PVによる電化については、SESCOの業務範囲外であるので関知しない。
山田から地方電化政策に関する質問状を手渡し、当方から補足説明を加え、先方より

順次回答を求めた。以下にその回答要点を記録する。
・PV地方電化についてSESCOはAction Planは持っていない。全てMRDで計画され

ている。MRDでも短期・中長期のAction Planは持っていないと思われる。連邦政
府で年間予算が計上され、年度予算内で地方からの要望を受けて審査し、決定地区
に業者経由で機器が設置される。全て単年度事業である。
「強いて言えば、地方電化は電気事業者として採算性が無いので、他の機関に任

せるということであるのか？」また「電力供給委員会（注：昨年のJICA調査による）
でのSESCOの立場は、SESCOにとって好ましくない地方電化を如何にして他の機関
に任せるかの防御の立場であるのか？」との当方からの質問に対し、その通りであ
るとの返答があった。

・上述の通り、SESCOはPV地方電化に関与していないので予算・費用見積等も関知し
ていない。

・ＰＶのメインテナンスについてはSESCOは行なっていないし、MRDでも行なって
いない。全て業者が住民（使用者）に、説明指導する。電化施設運転、管理維持に
ついての教育・訓練に関する規定や実施計画書なども無い。

・送電線・配電線の中・長期の拡張計画は存在しない。需要家からの要請ベースで
MRDが審査し、承認されれば、MRDが費用負担し、設備投入を行ない、SESCOに
引き渡される。拡張後、その区間内で新規需要（特に、個人用途）があれば、グリ
ッドに入れる。

地方電化において産業・商業用での開発を含めてグリッド内での拡張計画につい
ては、大規模工業団地等の開発を除いて家内工業・手工業規模では皆無と言って良
い。（サラワクでは、電化によって利益を受けるような手工芸品的産業は見当たら
ない。）
道路開発計画に関する情報については、State MinistryのMinistry of Infrastructure 
Development and Communications の中にあるPWD(Public Works Department)に当
たってもらいたい。SESCOとしては、送電線は道路に関係なくルート選定を考える
が、配電線は原則的に道路沿いを考えているので、同路計画・建設が先行すること
で、配電線計画・工事は実行しやすくなることはある。

・サラワク州の電力供給会社として地方電化に対するSESCOの対処方針は、3つに分
けられる。即ち(1)グリッド電化に載るものは、SESCOで対応する。(グリッド電化
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については、使用者からの要請ベースであり、まず、MRDに住民より要請があり、
コンサルタントが審査し、承認されれば、SESCOがグリッド延長を行なうが、その
費用は使用者負担である。この判定への査定ガイドラインは、10,000RM／
householdとのことである。この数値以下の場合は費用はSESCOで負担するが、そ
れ以上であれば利用者負担である。(2)小規模のGen-setについてはMRDで計画予算
化し、完成後SESCOが引き取り、運営維持管理を行なう。この場合、運転保守費は
MRDが予算化する。(3)採算ベースに乗らないまたグリッドにのらない家庭単位の
独立型太陽光発電設備についてはMRDが予算化し、直轄事業で設置し、完成後は、
SESCOが引き取らず直接住民に貸与する。特に(3)については、SESCOは商業ベー
スではないので関心はないとのことである。
なお、Rural ElectrificationについてのSESCOの考え方は、Annual Report ９８
に記載されているのでそれを参照していただきたいとのことであった。（この小冊
子は、先日西野入団員の方で入手済みである。）
(4)当方の質問以外に以下の説明がSESCO側からあった。
・前回調査したベルギー供与の集中型PVの村は数年前Grid電化したが、SESCOは格

別やりたくてやったわけではない。送電線をSESCO自身が延長する必要上この
PV電化済み地点の頭上を越えて建設したところ、住民からGrid電化の要請があが
ったので例の委員会審議を経てGrid電化したもの。僻地でなかったのでSESCOが
工事費用負担した。NEDO調査報告書にある通り落雷事故でPVが何日も全停した
こともGrid電化要請が上がった大きな動機であった。

・電気受容者は、家庭(即ちRural家庭)と産業の２つのカテゴリーに分けられる。上
記の(3)での需要者が負担すべき配電設備費用は、家庭用はMRDが肩代わり負担
し、産業用は多くの場合産業開発省（Ministry of Industrial Development）が負担
する。産業開発省の財源は、工業団地などの投資募集等で賄うとされている。因
みに、家内工業は産業開発省は面倒を見ない。

（10） State Planning Unit, Sarawak(SPU)
日時 ：平成12年3月20日　9：00～11：00

(a) 地方電化関連
出席者：　Mr. Liu Thian Chon (Chief Minister’s Department ), Mr. Abdul Kadir 

Zanuddin, Mr. Danny Lansdale （以上SPU）
梅津団員、西野入団員、山田団員、畔上団員　

面談概要
1） ３月15日(金)のSPUとの打合せに続いてもう少し詳しい情報が欲しいので直接担

当者との面談の申し出により本日の会談が実現したことへのお礼を述べた後各論
に入った。

2） 地方電化は、MRLDが主管轄省である。（予算は、連邦政府のMRDが獲得。）こ
の関係はどうなっているのかの質問には、MRDは国家開発計画に則って地方開発
を進めるが、サラワク州の全ての要求内容を把握していないが、MRLDはサラワ
ク州のことは全て知っているので基本計画はここで作成し、MRDで審査、最終に
EPUで予算化される。
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3） 次にSPUとSDOの役割の違いを確認した。
SDOは、連邦政府の州への出先機関で、連邦政府の実施するプロジェクト開発の
管理と調整を行なう。
SPUは、サラワク州の知事府の官房長のような位置にあり、開発計画作成および
全てのプロジェクトの年間予算を準備する。

4） サラワク州のVIDPとMRDの地方電化の関係を質問したところ、新たにRGC
（Rural Growth Center ）があり、むしろこれが地方開発の実施機関であり、州独
自のものである。RGCは、地域を広範囲に捕らえ、開発を考えていくためにあり、
VIDPとは異なるもので、既に組織化され、活動中とのことで、予算は、連邦政府
と州政府でカバーしている。一方、VIDPは村落単位で小さなグループでの開発を
考えている。VIDP計画は、連邦政府全域で展開されるもので、第7次５カ年計画
で起案され、目下検討中で、今年の６月に答申が出る予定。第８次開発計画に組
み込まれる予定である。
VIDPでは、主にGen-Setでの地方電化を考えていると聞いているが、MRDの実施
しているPVによる電化との住み分けはどう考えているのかの質問に対しては、最
終的に連邦政府が承認時にチェックしているので重複等はないと言えるし、どの
方法であろうと、予算がどこであろうと地方電化が進むのであれば、問題にはな
らないとの考えのようである。

(b)農村社会経済調査関連
出席者：Mr.Danny, Mr.Kadir （SPU） 畔上団員、梅津団員
面談概要　

・VIDPは、中心村落（警察署、郵便局などあるサービス・センターが設置される）を
含む村落をクラスターとしてまとめ、クラスターに基礎インフラ（電気、水、電話
など）を供与し、商業ベースの農業、小規模産業といった経済活動を促進して、貧
困緩和を図ることを目的としている。村落は、地理、主要経済活動といった基準に
基づき、グループ化されている。フィージビリティ調査は、６,７月に完了する予定
である。この調査のために選ばれた7つのクラスターには、電化村、未電化村両方
が含まれている。調査終了後は、関連州政府機関からなる委員会でレポートを検討
する予定となっている。

・SDOは、連邦政府予算プロジェクトの実施およびモニタリングを担当する。一方、
SPUは州政府予算プロジェクトをモニタリングしている。両機関は、定期的に会合
を持っており、必要があれば調整を図っている。

・慣習的所有の土地をめぐる争いは、（１）同じ種族内の個人・家族間、（２）種族間
の2種類ある。

・Native Landは、Non Nativeへの売却が禁止されているが、逆にこの規定が所有
者のビジネス・チャンスを阻害している。そのため、現在では、土地所有者と民間
セクターによる共同事業が認められている。この場合、州政府がエージェンシーを
任命するとともに、総額の10％の資本を提供する。所有者は30％、民間セクターは
60％を出資し、利益の配分は出資比率に応じて分配される。

・サラワク州に少数民族を特別に保護する法律や、保護政策を実施する機関はない。
唯一、同州に1万人程度居住しているペナン族に対しては、年間120万RMの予算を
投じて、教育、居住、経済活動に関連する特別プログラムを実施している。
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（11） State Financial Secretary Office訪問　
日時 ：平成１２年３月２０日　11:30
出席者：Mr. Desmond Hii Yien An (Principal Assistant Secretary (Utilities , State 

Financial Secretary Office)    Mr. Danny Lansdale (SPU )
西野入団員、山田団員　

面談概要
1） 訪問目的（JICAの説明も含めて）を説明し、サラワク州の地方電化関連の情報の

提供を依頼した。Mr. Desmondの説明は以下の通り。
2） 第7次国家開発計画の電化目標は、2020年に100%の電化である。現在継続中で、

希望としては2010年までに１００％電化を実現したい。主要grid電化は１００％完
了で、目下small townへのgrid電化１００％を目指している。地方電化については、
社会開発政策の一環で連邦政府予算で進めている。特に、IT構想に従って学校教育
にIT機器を導入するためState内の電化が不可欠である。

・電化計画は、第7次国家開発計画作成以前は、SESCOが作成していたが、第7次
以後は、SDUが推進役を担っている。電化計画における地方電化計画（地域選
定リスト）は、SDOが持っているとのことであった。当方としては、今後の調
査(JICAによる)の資料として、電化希望地区の分布を知りたいので申請リスト

（電化計画の選定から外れたものも含めて）を入手したいと申し出たが、SDO
でも持っていないのではとの説明であった。

・社会開発での電化計画での優先事項が、あるのか。あれば、主要3項目を挙げ
て下さいとの申し出に、以下の3つが挙げられた。

(i) １００％の電化
(ii) 都市の電力需要の増加、特に工業地域での需要開拓
(iii)   電力の品質（無停電の実現）

MRDによる地方電化とVIDP計画における地方電化計画との間で重複や漏れな
どの問題が出ると懸念されるが、その当たりの調整はどこが行なうかの質問に
対しては、SDOが調整するので問題ないとのことであった。

（12） SDO (State Development Office)事務所訪問
日時 ：平成１２年３月２０日　12:00
出席者：Secretary of Mr. Tammedy (Representative of SDO) 

Mr. Danny Lansdale（SPU）
梅津団員、西野入団員、山田団員、畔上団員　

面談概要
1） SDOが、実際の地方電化の実行・進捗をモニタリングしているとのことで情報収

集に訪問した旨を伝えた。
2） SDOは、連邦政府の州への出先機関で、各省のプロジェクトの実行状況をモニタ

リングする立場にある。Kuching事務所はサラワク州の代表部であり、各地に26ヶ
所支所を有している。Kuching事務所えは26人の所員が業務を行なっている。各連
邦政府省はサラワクに出先事務所を持っており、それらの関係プロジェクトについ
てはそこから報告が入ってくる。しかし、MRDについては出先事務所がないため、
ここSDOで代行している。管理プロジェクトは、地方電化プロジェクトだけではな
く、教育、輸送、医療等各方面に及ぶとのことである。
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3） 我々としては、地方電化計画の実際の進め方についてのMRD、SDOのやり方を今
後の我々の技術協力調査に参考にしたい。ついては、基本データである地域住民か
らの電化申請の記録情報（リスト）、選定プロジェクトのリスト等を入手したいと
申し出た。データ・リストは電子文書化出来ているとのことであるが、責任者の許
可が無いと渡せないとのことであり、必要資料提供の依頼書を以下のDirector宛て
に出してくれたら提供するとの助言があった。

Director, State Development Office
15th Floor, Wisma Bapa Malaysia, Petra Java, 93502 Kuching, Sarawak, Malaysia
Tuan Haji Abdullah bin Haji Ahmad

（13） MECM他関係機関への報告
日時 ：2000年３月２１日　9：00
出席者：Ms.Husniarti他(MECM), Mr. Rosli(EPU), Mr.Idris ,Mr.Hasan(MRD)

Mr. Zairin Ismail, Mr.Lok(PTM)、
梅津団員、西野入団員、山田団員、畔上団員、山村所員

面談概要
１）JICAから今回調査の概略項目説明
２）PV関係報告・質疑

２-１）Apin、Keranggas両村落調査結果報告
両村とも概ねMRDによるPV設備は良好に使用されているが、一部はバッテ

リーの過放電が見られた。特にKeranggasは１９９９～１１設置したばかりで、
老人が多いせいであり、また発電容量が８０W２枚でApinの半分だからであろ
う。

両村ともPV設置前からディーゼル発電が使用されており、現在もPVと平行
して利用されている。Apinのディーゼル発電機は１?5kWクラスが自己負担によ
り１０軒で使われており、Keranggasは地方政治家の寄付による２５KWのもの
であった。
MRDによるPV機器は標準化されて、丁寧に設置・配線されおり、仕様の面で
は問題ないが、保守、取り扱いは問題があるようだがその全貌はつかみにくい。

これに対しMRDからは、PVはディーゼル発電などの電気が一切無いところ
に設置しているのでPV設置後購入した筈というコメントがあったが、SPUから、
実状はJICA現地調査の通りであり、行政上無電化と称されていても、自己負担
或いは地方政治家の世話で自己防衛的に電化しているケースが少なくないとの
コメントがあった。

２-２）保守点検の実態資料
ProjassがMRDと２００３年まで5年一括の保守契約を締結し、その作業結果

は月報としてMRDが保有していることなので、そのようなレポートをＳ／Ｗ準
備の参考用に開示することを要求した。ＭＲＤによればこのレポートは細かい
データ類がたくさん入っているためそのままではコピーを渡せないので、
ＪＩＣＡからＭＲＤに何が知りたいかformatを帰国までに出し帰国御至急回答
をもらうことにした。MRDのPV事業開始前に実施した村落社会経済調査に付
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いてもそのままコピーをJICAに渡せないので同様に何が知りたいかformatを帰
国までに出し帰国後至急回答をもらうことにした。

２-３）Sustainabilityについて
MRDによれば、PVは限られた容量のものであるからgridからの電力のような

Sustainabilityはない、したがって過放電が起きやすいという説明があったが、
ここに言うSustainabilityはそのような意味ではなく、限られた容量のものを上
手に安定的に使うことである旨説明した。

３）地方電化計画関連
３-１）関係機関の協力体制

Federal GovernmentとState Governmentとの各関係機関の間の連絡や協力
関係を現在以上に密にすることとなることが必要であるとの山田団員の報告に
対し、州自体はHigher levelのコミッティがあって地方電化について十分認識
し、連邦政府との接触は保持しているとの説明がSPUよりなされた。特にSDO
との接触は、綿密である。また、MRDが選定した地方電化村の情報も手元にあ
るとの説明があった（なお、Kuchingでの情報では、SPUスタッフはデータは
保持していないとのことであった）。そのようなデータは、今後のJICAの調査
に有益であると考えられ、後で他のものと合わせて情報提供希望リストを残し
ていき、JICA事務所経由で入手を希望することになった。

３-２）SESCOの関与
長期的に見れば各地に支部をおき、地域の電力需要状況や電化希望の実数も

一番良く知り得る立場にあるSESCOがPVも含めてメンテナンスするのが業務
の効率がよいと思うという山田団員の意見に対し、PV電化計画を開始するに当
たり関係部門と充分協議した結果今のところ政治決着でこの体制（MRD/Projass）
を取っている旨MRDからコメントがあった。また、MECMからはやはり将来
を見据えた体制作りを検討することも必要なのではないかという意見が出され
た。

４）TORについて
・JICA側から調査期間については短縮することも考えられるということ、また調査

のアウトプットとしてアクションプランとマスタープランの作成が現時点で考え
られていることを指摘した。

・EPUから、サバでのNEDOプロジェクトのように機器の供与はあるのか質問があ
ったが、JICAが機材を持ち込むとしても、それ自体が目的となるのではなく、そ
れを活用してプランを作成することが目的であり必ずしも機器供与が伴うとは限
らない旨説明した。

・SPUからは、Kuchingでの１７日のミーティングでJICA側へ行ったものと同様の
コメントがなされた（村の数やPIUのメンバーについて）。

・SPUからのコメントに伴い、PV以外の再生可能エネルギーは検討するのかについ
て改めて質問がなされた（MRDはむしろ他の再生可能エネルギーの調査の方に興
味を示しているように見受けられた）。これに対し、JICA側としては、基本的に
マ国政府の要請にしたがってPVのみを対象とする方向で検討を進めており、遠隔
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地村落電化は比較の問題であるが、PVがもっともメンテナンスが容易だからJICA
側も本提案をPVで検討することに同意できる。もし他の再生可能エネルギーの検
討がしたいならば別個の要請として提案する必要がある旨回答した。

５）次の現地調査（事前調査）について
次回調査（５月末～６月）において、何をしたいのか、どのような村々を調査し

たいのかというMRDの質問に対し、最大の目的はS/W締結であるが、S/W締結にあ
たり実状を認識する必要があるため、完全な未電化村の踏査も行いたいという旨回
答した。

次回の現地踏査については、SPUが事前の連絡さえ受ければ確実にアレンジを行
う旨を表明した。

JICAとしては、次回の調査前までに改正版TORに基づきマレイシア内部で議論す
ること、また、もしTORに変更があれば事務所を通じての事前の通知に対する希望
を述べた。また、帰国次第、日本側でも協議を行いS/W案の作成に入り、これが出
来次第、マレイシア事務所を通じて関係機関に送付する予定である旨を述べた。
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第3章農村社会経済

農村社会経済調査は、実施機関側が実状を詳細に把握しておらず、かつ前回プロ形調査で訪
れることのできなかったSHS設置村と未電化村の情報を収集することを主な目的として実施さ
れた。現地踏査は、インタビュー、視覚ツール(家系図、耕作カレンダーなど)、直接観察から
なる農村調査手法を用いて、農村社会経済およびSHSに関する以下の情報を幅広く収集した。
また、関連機関へのインタビューも実施し、これらの結果をもとに、自立発展的なSHS実施・
維持管理システム構築のため、今後の調査で検討すべき課題を提示している。

・農村の組織活動、意思決定構造
・農村の経済活動
・農村の社会状況
・農村の優先ニーズ
・農村開発プロジェクトの実施状況
・SHS電化の影響
・SHS支払意思額
・SHSの維持管理状況

3.1 現地踏査

現地踏査は、以下の日程・内容で実施された。Apin、Keranggas村（ともに、MRDによる
SHS電化村）の位置は、第X章の図 XXX の示すとおりである。未電化村も踏査予定であったが、
調査直前に、未電化村近辺で、アメリカ人生物学者が現地植物を採集し、逮捕されるという事
件があったため、調査がキャンセルされた。

（１） Apin村

１）村落の概要
現在のApin村は1952年ごろ形成された。それまでは、Iban族が住んでいたが、4,5キロほ

ど離れたSarikeiから現在の村民であるBugis族（モスリム）が移り住み、徐々に人口が増え
た結果、Iban族は他に移り住むようになった。

1ロングハウス(長大家屋)は、東南アジア大陸部(特にインドシナ半島の山地民諸族)、同島嶼部(スマトラ、ボルネオ)、ニューギニアなどに広く見

られる住居形式である。文字どおり長屋式の集合住宅であるが、民俗学文献で最もよく知られているのは、サラワク州のIban族に見られるもので

ある。同社会においては、ロングハウスは、平均20戸の世帯を含む政治的に自立的な村落である。ロングハウスは、農地・可墾地を含む固有のテ

リトリーを有するが、その成員権は閉鎖的ではなく、各家族は1つの家屋共同体から別の共同体へ所属を換えることができる(「文化人類学事典」、

弘文堂、1987年)。
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村内には52世帯あるが、各世帯はロングハウスではなく、独立家屋に居住している。人
口は236人であり、男女比は4：6で女性が多い。人口のうち、小学校児童数は112人である。
中学校生徒は、村から20キロほど離れたSekolahr Menengah Simunjan No.1中学校に寄宿し
て学んでいる。Kuchingで15人、Kuala Lampurで10人以下の村人が、年間を通して村外で
働いており、新年など特別の機会に帰郷する。この出稼ぎ労働者には男女両方が含まれて
おり、村の家族に仕送りをしているのは、全体の7割程度である。送金受け取りには、
Simunjanにある農業銀行支店が使われることが多い。村長、副村長はともに選挙で選ばれ
るが、職務に対する給与はもらっていない。

２）村落組織
JKKK（Jawatanknasa Kemajuan Keselamatan Kampung）

会長（1）、副会長（1）、事務局長（1）から構成され、村内で話し合うべき問題が生
じた時は村民集会を召集し、また、村民間のトラブルの解決にも関与する組織である。
Apin村の場合、会長は村長が兼任している。集会で問題の話し合いが持たれるが、最終
的には多数決で決定がなされている。

ボランティア組織

同組織は村内の行事に対し、様々な支援を行っている。例えば、学校でフェスティバ
ルが開かれる時には、村民だけでなく、郡職員など村外にもコンタクトし、寄付金を集
めている。

PTA

小学校教師と児童の両親から構成され、学校に関する事項を担当している。

女性経済組織

この組織は30年の歴史を持ち、サラワク州の農業局から、主に投入物の供与とマーケ
ティングの支援を受けている。前者は、植付け用の籾、肥料、殺虫剤が初年度に無償で
供与され、その後3年間は、肥料と殺虫剤が無償供与される。後者は、稲の収穫後に農
業局がまとめて買い上げ、農民側の販売の手間・費用を省いているものである。

３）村落経済
Apin村の農業活動は、以下のカレンダーのように行われており、主な現金収入源はコメ

とコプラである。
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コメ

稲作は、Apin村の主要経済活動の1つであり、ほぼ全世帯が稲作農地を所有している。
1世帯あたり、4エーカーの土地を所有し、年に2,400キロの籾の収穫がある2。この中か
ら次年度用の種籾と自家消費用を除いた分が、農業局経由で買い上げられる。買い上げ
価格は、100キロあたり75RM（１RM≒17円：2000年３月時点）である。世帯によって
は、家族労働力だけでは足りず、植付け、殺虫剤散布、収穫などで村人を雇用する場合
もある。

コプラ

コプラも同村の主要収入源の1つである。稲作農地はほぼ全世帯が所有しているが、
ココナッツ林を所有していないのは村内に6世帯ある。1世帯あたり所有面積は8エーカ
ーにおよび、1エーカーあたり、3ヶ月で1,000個のココナッツが収穫されている。各世帯
とも、コプラ乾燥機を所有し、売却価格は、100キロあたり81RMである3。コメ耕作と
同様に、ココナッツ収穫、皮むき、乾燥作業に村人を雇用する世帯もある。

トウモロコシ

一部の世帯では、コメ収穫後の農地でトウモロコシを栽培している。現金収入目的と
いうよりは自家消費用であるが、サラワク州市中では7本あたり2RMの価格で販売され
ている。

野菜・果物

自家消費用として、年間を通して、各世帯の菜園で、トウガラシ、トマト、ピーナッ
ツ、ロングビーン、キュウリ、ブリンジャル（Brinjal）、スイカなどが栽培されている。

賃金労働

村内にある雇用機会は、稲作の殺虫剤散布、稲刈り取り、およびココナッツ収穫・コ
プラ製造のための賃金労働がある4。また、最近、近隣地域では連邦政府によって、
2,000ヘクタールのパーム・オイルプランテーションが造成され、将来の雇用機会の増加
が期待されている。

その他

自家消費用にニワトリを飼ったり、魚を釣ったりしている世帯もある。現金収入目的
の牧畜、漁業、養殖はない。

４）村落公共施設・インフラ
村内の公共施設として、モスク（1）、小学校（1）、幼稚園（1）、教師住宅（7）、診療所

（1）がある。申請手続きは必要であるものの、すべての施設は、政府から無償で供与され
ている。例えば、モスク建設にあたっては、村で建設費用見積りを作成し、宗教局に申請
を提出する。宗教局は、承認手続き、見積り費用改定、建設を行なうが、村には建設に対

2 １エーカー＝4046.86平方メートル。
3 ココナッツ1,000個から、平均して180キログラムのコプラが生産される。よって、コプラ100キログラムの生産には、ココナッツ555個が必要とな

る。
4 コメ、コプラ生産に関わる賃金雇用の具体的な金額については、章末の世帯インタビューを参照せよ。
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する現金、労働力などの供出義務はない。村では12人からなる運営委員会を設立し、日常
の管理を行っている。村は些少な修繕をするが、自分たちで手に負えないような場合は州
政府に依頼している。

診療所は、JKKKが管理をしている。診療所に医師、看護婦は常駐せず、ワクチン等も
置いていないが、毎月１回、医師が来て診療を行なう。

小学校には６教室あり、各教室に蛍光灯4灯、扇風機1つ、ソケット２つが設置されてい
る。入試準備のため、５,６年生の生徒が7時半から９時まで夜間学習をしている。他の学
年生徒も夜間の学習をする場合がある。また、村人を対象とした宗教学習が行われている。

Apin村では、６年前にコミュニティー・ホール建設の申請を郡役所（District Office）に
提出したが、現在のところ承認には至っていない。

水田用の灌漑水路は、昨年８月に完成している。水は川から引かれているが、ポンプは
使われず、重力式である。

雨水を貯める水タンクは、各世帯に設置されている。郡議会（Constituency Paliament）
へ申請を提出し、承認された結果、設置されたものである。

トイレは、保健省に申請書を出し、各家庭に設置された。故障しているトイレがあり、
また水洗付きへ改良したいと考えているが、現在のところ承認はされていない。腐敗槽

（Septic Tank）は町で硬い材木を購入し、作られた物である。
同村には、７台の電話があり、うち１台は小学校にある。Simunjanまでの片道船賃は４

RMである。また、15馬力もしくは30馬力の船外機付きボートを所有しているのが7世帯あ
る。15馬力エンジンは3,000RM程度の価格で購入できる。

５）土地所有制度
稲作農地は、各世帯が所有しており、州政府の土地調査部（Land Survey Department）

に登録されている。毎年１エーカーあたり20 Senの登録料を土地調査部あてに支払っている。
ココナッツ林については、毎年1エーカーあたり１RMの登録料を支払っている。森林は州
政府の所有である。各世帯の家屋も、毎年登録料を払う必要があり、インタビューした副
村長宅の場合、年間17RM支払っている。

６）SHS電化
MRDで実施するSHS電化は、通常は村落からの申請が州政府でまとめられ、MRDに送

付されるが、Apin村の場合、元々ディーゼル発電機設置の申請を州政府に提出していた。
設置にあたっては、Projassから、SHSの機能、維持管理方法、禁止事項についての説明を
受けている。

現在では全世帯がSHSを所有しているが、蛍光灯３灯（古いシステムの場合４灯、１灯あ
たり50RMの価格で、約4年間使える）、ソケット１つが設置され、前者は夜間３～４時間、
後者はテレビもしくはラジオ・カセットプレーヤーに使われ、１日１～２時間程度使用され
ている。また、10世帯がSHSに加えて、ディーゼル発電機を所有している。

テレビは、ほぼ全世帯が所有している電化製品である。テレビ以外に村に見られる電化
製品には、ビデオデッキ、冷蔵庫、カラオケ、電気ギター、キーボード、パーソナルコン
ピューター（小学校教師が所有）などがある。診療所は電灯のみであるが、モスク、小学
校では電灯、扇風機が使われている。

SHS電化以前は、灯油ランプ、ディーゼル発電機（一部世帯のみ）を使用しており、当
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時の灯油使用量は月6リットルほどであった。現在村内で灯油を購入した場合、価格は1ガ
ロン（4リットル）あたり4.8RM程度になる。インタビューした副村長宅の場合、SHS設置
以前は月60RMほどディーゼル燃料購入に充てていた。

SHS導入による効果について尋ねたところ、以下が挙げられている。

・テレビ、ラジオ視聴が可能になり、情報を得るのが容易になった。
・子供が夜間学習できるようになった。同村では小学校にもSHSが設置されており、夜

間学習が行われている。昨年度はコーラン暗誦でサラワク州の代表となり、全国大会
に出場した。また、家事や手工芸品の製作もできるようになった。

・灯油を買いに行く必要がなくなった。
・夜間電灯を使うために、ディーゼル発電機を始動させる必要がなくなった。発電によ

る騒音もなくなった。

悪影響は特にないが、電気の過剰使用とバッテリーの過放電が唯一の問題として挙げら
れた。また、この問題と関連して、より大容量のシステム設置が発電システムに対するニ
ーズとして挙げられた。

灯油ランプと品質を比較し、かつ自分の支払い能力も勘案して、現在のSHSへ支払って
も良いという金額について副村長に尋ねたところ、月に60RMという返事があった（これ
はディーゼル燃料の購入に充てていた金額と同じである）。

７）村民の経済格差
村内の経済格差について尋ねたところ、52世帯のうち、ココナッツ林を所有していない

6世帯が比較的貧しい層、ディーゼル発電機を所有する10世帯が比較的裕福な層に分類され
た。ただし、調査に同行したProjass職員によると、Apin村は、他の村落と比べると裕福で
あるとのことである。

（２） Keranggas村

１）村落の概要
Keranggas村民は、昔は焼畑農業に従事し、移動生活をしていたが、120年ほど前から現

在の場所に定住するようになった。現在のロングハウス３棟は約15年前に建設されたもの
である。

村の人口は約300人で、男女比は1：1である。世帯数は59あり、うち小学校、中学校に
通う子供は約60人である。1世帯あたりの人数は５人であるが、そのうち2～3人は村外に住
み、仕事をしている。

２）村落組織
JKKK

JKKKは、会長（1）、副会長（1）、事務局長（1）から構成される。会長は、郡役所か
ら任命され、終身任期である。同村の場合、村人の多数決は採られるが、最終的な決定
者は会長である。
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その他

JKKK以外に、各ロングハウスの代表・副代表がいる。また、学校委員会、水道施設
委員会、電気委員会、緊急委員会、福祉委員会などの村落組織があり、各委員会に会長、
副会長、事務局長、会計といった役職がある。学校、水道施設委員会は、施設の補修を
行っているが、規模の大きい補修は、州政府が責任を持つ。州政府への依頼は、JKKK
や各ロングハウスの代表を通して行われる。電気委員会は、SHSのためのものではなく、
ディーゼル発電機を保有し、全戸に電気を供給していたロングハウスが、発電機の維持
管理、各戸のメーターチェック、料金回収をするための組織である。SHS設置以前は、
責任者が1名任命され、これらの業務に従事していた。緊急委員会は、急に産気づいた
妊婦を手助けするなど、村内の緊急事態に対応し、福祉委員会は、困りごとのある人、
世帯に対し支援を行っている。

３）村落経済

コショウ

各世帯が3～6エーカーの農地でコショウを生産している。1エーカーあたり、1万RM
～1万2000RMの収入があり、費用を差し引いた純利益は平均3400RM、豊作時には
5000RMに達する。

収穫されたコショウは、村に来る民間業者で、最も高い価格を提示するものに売却さ
れる。村民は、ラジオでの政府機関の発表により、コショウの市場価格を把握すること
ができる。

ゴム

各世帯が平均８エーカー所有し、ゴム生産に従事している。雨が続き採取できない日
を除いて、ゴムは毎日採取されている。生産量は各世帯で異なる上、市場価格もキロあ
たり70 Sen（100Sen＝１RM）から1.5RMと大きく変動するため、どの程度の収入になる
かは特定できない。
木は植付けてからゴムが採取できるようになるまで７年かかり、その後10～12年にわた
り採取が可能である。ゴムは、船外機付きボートで50分ほどのところにあるPantuまで
運ばれ、業者に販売されている。
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コメ

コメは、自家消費のために生産されている。各戸で平均10エーカーほどの農地で稲作
が行われているが、生産性が低いため、自家消費分を賄えず、市場でコメを購入する必
要がある。

その他

上記農業活動に加え、各世帯の農園で自家消費用の野菜、果物が耕作されている。ニ
ワトリ、アヒルが同じく自家消費用で飼われており、時には釣りや野生ブタの狩りも行
われている。村内では賃金労働の機会はない。ココアも生産されているが、生産性が低
いため、自家消費分のみである。パームオイル、コプラ、手工芸品は同村では生産され
ていない。

４）村落公共施設・インフラ
村内には小学校があり、教師が3人配置されている。小学校には３教室しかないため、

生徒数の比較的多い3学年は同校で勉強し、少ない方の３学年の生徒は他の学校に通ってい
る。中学校生徒は、Morukuにある中学校に寄宿している。小学校生徒は年間３RM、中学
校生徒は年間50RMの学費を払っているが、後者は、さらに毎月100RMの寄宿代を払う必
要がある。

村民はキリスト教信者であり、村内にSeventh Day Adventist教会とAnglican教会がある。
2ヶ月に1回、外部から牧師が来ている。

村内には保健省が建設した水道施設があり、近くの川から水が引かれ、各戸に供給され
ている。診療所は村内にないため、Pantuまで行く必要がある。政府運営の診療所の診察代
は無料である。

商店は村内に5つあり、うち1つは冷蔵庫を所有している。ガソリンは1ガロンあたり
6.80RMで売られている。

５）土地所有制度
コショウ農地は、Certificateはあるものの、正式なLand Grantがないため、使用料として

年間80RMを払っている。ゴム林は、Land Grantを州政府から得ているので、費用は支払っ
ていない。ロングハウスのある土地は、慣習的に所有されている土地（Native Customory 
Rights Land）である。過去に、土地をめぐっての争いはなかった。

６）SHS電化
SHSは、1999年11月に設置された。村にはディーゼル発電機が6台あったが、現在では機

能をチェックするために月に２回ほど動かすだけである。
SHS設置以前は、発電機のない世帯では、月あたり1ガロンの灯油を消費し（4.8RM）、

懐中電灯、ラジオ用の乾電池のために月50～70RM出費する必要があったという。テレビ
を見ることができるのは、発電機を使える世帯だけであった。

もともと、同村はSDO（State Development Office）にディーゼル発電機設置の申請をし
ていたが、逆にMRD、SDOからSHS設置の提案を受けたという経緯がある。SHS設置作業
時には、村から宿、食事、労働力を提供している。

－31－



村民に現在のSHSに対する支払い意思額を尋ねたところ、10RMという答えがあった。こ
れは、答えた村民の住むロングハウスが全世帯に、ディーゼル発電機で電気を夜間の6時半
から10時まで供給しており、蛍光灯だけでなくテレビの視聴も可能であり、このとき支払
っていた金額が10RM程度であったためである。

SHS導入で良くなった点として、SHS無償供与による金銭的負担の減少、子供の夜間の
勉強、病人の世話が可能になったこと、スイッチを入れるだけの手軽さが挙げられていた。
一方、もっと大きな能力の設備が欲しいとの意見がかなりあった。実際、インタビュー時
に、Projass職員が尋ねたところ、9世帯のバッテリーが修理の必要な過放電となっていた。
大容量への需要と過剰使用・過放電は、表裏一体の問題と思われる。

７）村落内経済格差
村内の経済格差は、大きなものではなく、比較的均一のようである。ロングハウスに居

住しているため、外から見た限りでは、Apin村のように家屋の規模の差はない。また、困
ったときの助け合いといった相互扶助は、同村ではよくあるとのことである。

３．２サラワク州の土地所有制度

サラワク州の土地所有は、（1）Alianated Land（登記済みの土地）、（2）Native Land（登記さ
れ、所有権が与えられているが、その土地の出身者以外へ売ることができない）、（3）Native 
Customary Rights Land（登記はされていず、慣習的に所有されている土地）、（4）State Owned 
Land（州が所有する土地）の4種類に分かれている。土地をめぐる争いは、Land Courtで審理
されている。慣習的所有の土地をめぐる争いは、同じ種族内の個人・家族間と異なる種族間の
２種類が見られる。

Native Landは、その土地以外の出身者への売却が禁止されているが、逆にこの規定が所有者
のビジネス・チャンスを阻害していると最近では認識されている。そのため、現在では、土地
所有者と民間セクターによる共同事業の開発が認められている。この場合、州政府がエージェ
ンシーを任命するとともに、資本総額の10％を提供する。所有者は30％、民間セクターは60％
を出資し、利益の配分は出資比率に応じて分配される。

州の政策として、Native Customary Rights Landも含めた土地開発、商業作物の導入を掲げて
いる（Sarawak facts and figures 1999）。スキームの詳細は不明であるが、実際にNative 
Customary Rights Landについても商業開発が州政府によって認められている（「Sarawak 
Tribune」、2000年3月14日）。

３．３サラワク州の少数民族保護政策・プロジェクト

サラワク州に少数民族を特別に保護する法律や、保護政策、プログラムを実施する機関はな
く、農村開発や、セクター･地域開発といった形で、特定の民族をターゲットとせず実施され
ることが多い。特定の民族を支援するものとしては、同州に１万人程度居住しているPenan族に
対して、年間120万RMの予算を投じ、教育、居住、経済活動への支援をする特別プログラムが
あるのみである。
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３．４サラワク州の農村開発

州政府予算による開発プロジェクトは、州の各省庁が実施し、SPUがモニタリングに責任を
持つ一方、連邦政府予算プロジェクトの実施およびモニタリングは、SDOが担当する。ただし、
SDOが実施に責任を持つのは、連邦政府の省庁がサワラク州に出先機関を持たない場合である。
両機関は、定期的に会合を持っており、必要があれば調整を図っている。

農村開発プロジェクトは、州予算であれば土地･農村開発省（MLRD：Ministry of Land ＆
Rural Derelopment）が管轄し、連邦政府予算であれば、MRDが出先機関を持たないため、
SDOが実施、モニタリングに責任を持つことになっている。サラワク州で活動するNGOは、孤
児、障害者、老人を扶助、支援する慈善事業が中心のようであるが、農村･コミュニティー開
発に関わるNGOもいくつかある。

農村開発プロジェクトの中で、農村電化にも関連する村落総合開発計画（Village Integrated 
Development Plan）にここで触れておきたい。同プロジェクトは、中心村落（Core Village）を
含む10から20の村落をクラスターとしてまとめ、電気、水道、電話といった基礎インフラを供
与するとともに、商業ベースの農業、小規模産業などの経済活動を促進して、貧困緩和を図る
ことを目的としている。中心村落には警察署、郵便局、コミュニティー・ホールといった機能
を持つサービス・センターが設置される。クラスターは、地理、主要経済活動といった基準に
基づき、グループ化されている。現在、SPUが民間コンサルタントに委託して実施しているフ
ィージビリティ調査は、６,７月頃に完了する予定である。この調査のために選ばれた７つのク
ラスターには、電化村、未電化村両方が含まれている。調査終了後は、SPU、SDO、郡役所な
どの州政府機関で構成される委員会でレポートを検討し、今後のプロジェクト実施を議論する
予定となっている。
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３．５今後の調査への提言

今回の現地踏査および関連機関へのインタビュー結果に基づき、自立発展性を実現するSHS
実施・維持管理体制を構築するために、今後の農村社会経済調査で、以下の５点をさらに検討
することを提言したい。

（１） 住民側の費用負担受入への姿勢
公共インフラの多くは、村に無償で供与されている。実際、踏査村では、村民側の費用

負担を伴うスキームは見られず、MRDによるSHSプロジェクトも、無償で供与されている。
今後の開発調査では自立発展性の確保が重視されているが、財務的な自立を確保するため
に将来SHSが有償で導入されるのであれば、既存のSHSプロジェクトも有償化されるのか、
受益者側が有償スキームを受け入れるかどうかについて、慎重に調査、検討する必要があ
る。

（２） 料金徴収の可能性
MRDによると、SHS設置村は僻地にあり、料金回収のためにわざわざ村を訪問するのは、

費用に見合わないという意見であった。しかし、今回の踏査村の場合、町に比較的容易な
アクセスがあるという意味で、必ずしも「僻地」にあるとは言えない。例えば、Apin村の
場合、ほとんどの世帯が、Simunjunにある農業銀行に預金口座を保有しており、かつ、ボ
ートで町に定期的に用事を足しに行くようである。村人の１人をSHS料金徴収担当者として
任命し、料金徴収と支払いに責任を持たせることも地域によっては可能であるかもしれな
い。

また、踏査村では、現金収入の大部分を農業に依存している。農業の特徴として、収入
の季節変動は不可避であり、この点は料金体系構築にあたり考慮されるべきである。
SESCOのグリッド電化では、使用者が料金を払えなかった場合、分割払いを認めることが
多く、配電停止という強硬手段を採ることはほとんどない。SHSでも、同様の柔軟な対応
を取ることが必要と思われる。

（３） 村落組織の能力
MRDが実施するSHSプロジェクトでは、設置村の金銭面の負担は要求せずに、Projassが

故障の修理に従事している。現在、SHS設置にあたって「電気委員会」の設立は必要条件
とはなっていないが、維持管理への責任、所有者意識を持たせるために、SHSを申請する
村に、同委員会の設立もしくは既存の委員会を責任組織とすることを条件とすることが必
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要であるか検討する必要がある。また、村落に維持管理の訓練研修を提供するのであれば、
これら組織の管理能力も検討する必要があるだろう。

踏査村では、SHS維持管理のための委員会は存在しなかったものの、特定の目的のため
に活動する委員会・組織があった。Keranggas村のように、ディーゼル発電機によるロン
グハウス電化では、発電機操作、維持管理、料金徴収の責任者が任命され、機能を果たし
ており、SHSでも同じプロセスを踏むことは可能であると考えられる。

（４） 使用者側の需要とSHS能力
踏査村の村民はSHSによる電気供給の質に概ね満足していた。しかし、テレビやラジオ

を通じて便利な電気製品の情報を得るにつれて、より大容量の発電施設を欲しがるように
なる傾向になることも今回の調査で分かった。一方、SHSの発電能力には限界があり、す
べての電気需要を満たせるわけではない。このような需要とSHS供給能力のギャップにど
のように対応するのか、今後の調査で検討すべきである。

（５） 経済活動促進の可能性
SHSプロジェクトは農村開発政策のもと実施されており、電化により所得向上につなが

る経済活動も促進されることが望ましいと考えられている。しかし、踏査村では、社会的
に良い影響は村人によって認識されているが、経済活動については、Apin村で手工芸品製
作を始めたという例があっただけである。また、より多くの村人が村に残るように、所得
創出活動の必要性を指摘する村人もいた。

もし、SHSによって基本的ニーズを満たすだけでなく、経済活動促進も目的するのであ
れば、他の農村開発プログラムとの連携も検討の対象とすべきであろう。例えば、州政府
が実施するVIDPとMRDによるSHSプロジェクトと連携が可能かどうかは本調査では確認
できなかったが、連携によって相乗効果が得られるかどうかとともに、今後検討すべきで
あろう。

章末資料

Apin村世帯インタビュー
Apin村世帯インタビューは、副村長が指摘した経済格差を示す指標を参考に、(1)農地未所

有／賃金労働者(貧困層)、(2)水田、ココナッツ林所有／ディーゼル発電機未所(中流層)、(3)水
田、ココナッツ林所有／ディーゼル発電機所有(富裕層)の3世帯が選ばれ、実施された。以下、
各世帯のインタビュー結果について詳述する。

（１） 名前：Chungki Bin Salisi(農地未所有／賃金労働者)

１）家系図
60歳独身、独り暮らし。公的教育は受けていない。
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２）経済活動

依頼があれば、葉で作った屋根も作っている。1枚あたり50 Senで売っている。また、自
給用に農地を借りて、コメ、野菜などを作っている。

仕事がほとんどない時期が、年に2～3ヶ月ある。この時期は、他世帯からお金を借りた
り、農業銀行にある預金を取り崩して、やりくりしている。

３）SHS
夜の7時から10時まで、朝の5時から6時半まで電灯を使用している。ラジオはコードが

ないため、電池を使っている。
SHSの能力には満足している。SHS導入で良かった点として、（1）スイッチを入れれば

電灯がつく便利さ、（2）灯油ランプ使用による火事の心配をする必要がなくなったことが
挙げられた。悪くなった点は特にない。

現在のSHSに対して支払ってもよい額を尋ねたところ、8RM／月という回答であった。
この金額は、SHS導入以前の灯油および電池に対する支出額と同レベルである。SHSの維
持管理として、月に2回チェックしており、今まで機能に問題はなかった。
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（２） 名前：Osman Bin Kandaching (水田、ココナッツ林所有／ディーゼル発電機未所有)
１）家系図

２）経済活動

３）財産
コメ農地1エーカー、ココナッツ林8エーカーおよび家屋を所有している。土地の相続者

は基本的に男である。船外機付きボートは所有していない。

４）SHS
SHSは、電灯およびテレビ視聴に使っている。SHSの良い点は、スイッチを入れるだけ

の手軽さ、病人の世話の容易さ、火事がないことである。
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SHSに対しては、7RM／月程度は払っても良いと考えている。この金額は、以前灯油購
入に支払っていた3RM／月の約2倍に相当する。同世帯では、Projassの指示に従った使い
方をしており、今まで稼動に問題はなかった。

５）ニーズ

インタビュー時にたまたま帰郷してきた長男（警察官）は、村人が都市に出なくても済
むように、産業を起こして欲しいと言っている。

６）意思決定
世帯内では、基本的に夫が意思決定している。

（３） 名前：Marsat Bin Sarapa (副村長、水田、ココナッツ林所有／ディーゼル発電機所有)
１）家系図
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２）経済活動

３）財産
ディーゼル発電機、船外機付きボート（エンジンは15馬力および5馬力の2台）テレビ、

電話　ミニ冷凍庫（800RMで購入。ただし通常は使用せず、特別の機会に使うのみである。）
などを保有する。

４）SHS
家では、SHSを電灯、テレビ・ラジオ視聴に使用している。テレビの若者に対する影響

は大きい。現在のSHSに満足しているが、より大容量のシステムが欲しい。村の小学校は、
最近教育省からコンピューターを2台供与されたので、十分な能力の発電システムが必要で
ある。

現在のSHSに対しては、60RM／月を払ってもよい。この金額は、SHS導入以前にディー
ゼル購入に支払っていた額である。ただし、グリッド電化のようにメーターで測った料金
を払うほうが良い。

村で過放電のケースはあまりない5。使いすぎた場合は、フル充電するため数日使わな
いようにしている。修理が必要なときはProjassに連絡している。
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５）ニーズ
村のニーズは、近隣の町までの舗装道路および水道施設施設である。

６）意思決定
重要な決定をするときは家族会議を開くが、最終的な決定は父親である。

5 副村長は、初日のキー･インフォーマント・インタビューでは、SHS過剰使用とそれに伴うバッテリー過放電をSHSの問題としてあげており、答

えに一貫していない部分もある。調査に同行したProjass職員に言い含められた可能性もあるので、今後の調査では答えが偏向しないように注意す

る必要がある。
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第４章　太陽光発電（ＰＶ）による村落電化�



第4章　太陽光発電（PV）による村落電化

４．１　要約

（１） プロジェクト形成調査（１９９９－１１）結果の要点
平成11年11月に実施されたプロジェクト形成調査により、マレイシアのPVによる遠隔地

電化は政府関係機関からの情報により下記の状況にあることが判明した。
１）遠隔地電化はスタンドアロンPVによる。
２）機器仕様は他の途上国に比べ大きな容量（160～320W／世帯）である。
３）遠隔地の定義は車輌が入れないところで、距離の遠近ではない。
４）設置は連邦MRDの直轄事業である。
５）設置は１社が連邦MRDと5ヶ年一括契約（1996-2000）で実施している。
６）サラワク州分の予算規模は5ヶ年で約10億円で、既に60地点が実施された。
７）立地は基本的に住民からの要請をマレイシア政府とサラワク州政府が政治決着で順

位付ける。
８）サラワク州営電力会社SESCOは住民からの電化要請を吸い上げて上記政治決着の場

に提示するが、PVによる電化が決定された後は全く責任の範囲外となる。
９）設置済みのPV設備の住民による運営の実態は、必ずしも設置者であるMRDにより

把握されてはいない。
（２） 予備調査（２０００－３）結果の要点

今回の調査では昨年11月に実施したプロジェクト形成調査においてスケジュールの都
合上できなかった、太陽光発電により電化された村落の訪問実態調査、設置業者・コン
サル業者からの情報収集ならびにSESCOと村落電化の関係の再確認などを実施し下記状
況を確認した。

１）遠隔地電化用スタンドアロンPVは、１９９６／１９９７は320W／世帯（旧型）
でそれ以後は160W／世帯（新型）である。要するにダウンサイジングをしている。

２）調査した２カ村とも１０年余り前から既に一部または全部が住民によりディーゼ
ル電化されており、それに加えてPVが無償支給された結果になっている。１軒の中
に２系統の配線と器具が併設されている。

３）上記の自家のディーゼル電化併用の実態はPV電化の実施主体である連邦MRDの
高級官僚は知らないし、殆ど現地訪問もしていない。実体を良く把握しているのは、
MRDの僅かな現業職員と設置業者の現業職員である。

４）遠隔地の定義は車輌が入れないところで、距離の遠近ではないことは調査した２
カ村で実感できたが、アクセスには水路が利用でき徒歩には頼らないのでディーゼ
ル機器と燃料をを持ち込めないという条件ではなかった。事実既に自家ディーゼル
発電が稼動していた。

５）PV設備の保守点検は機器設置業者（Projass）がMRDとの５ヶ年一括契約により
実施しており、月報が業者からMRDに提出されている。

６）PV設備の修理は住民からのクレームおよび上記の保守点検報告を基に設置業者と
は別のコンサル（FIVE-H)が内容を評価し、それを基にMRDが機器設置（Projass）
業者に保守点検契約とは別途に発注する。

７）PV設備の設置工事は丁寧に実施されており、使用状況は概ね良好であるが、蓄電
池の過放電が少なくない。
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８）サラワク州営電力会社SESCO自身は地方電化政策は持っていない。対策は他人に
任せると言うのが基本政策である。その結果PVがMRD直轄管理となっている。

（３） 今後の課題
マレイシア国のPVによる遠隔地電化はかなり明確な方針と体制で既に実施され始めて

おり、白紙の状態ではないという背景を考慮すると；
１）「本格調査でやるべき事の峻別」に特に留意する必要がある。
２）遠隔地電化を自らの業務に入れるようにSESCOに経営努力の勧告内容を提示する

か検討を要する。
３）既に構成されているマレイシア国での当事者関係とマレイシア国財産であるPV設

備について、本格調査での日／マの権利義務関係を実務的に予め明確にしておく必
要がある。

４．２　地方電化でのPVの位置付け

（１） サラワク州の地方電化政策
マレイシア国は全土を２０００年には１００％電化すると言うのが以前から宣言しつづ

けているスローガンであり、サラワク州でも同様である（State Secretary OfficeのUtility担
当次長）。ここに来て２０００年目標をまた更に伸ばすというよくあるケースである。
１００％電化目標が先ずありきと言うだけで、社会経済的に特別の理論付けはないという
ことである。一方マレイシア国は電気事業民営化政策を実行し始めているので、民営電気
事業にとって経営上最も手をつけたくないのが、１００％電化するのには避けられない遠
隔地電化に他ならない。従って１００％電化をスローガンとする限り民営電気事業が見限
る遠隔地電化は行政の負担で実施せねばならない理屈になる。
サラワク州では、マレイシア国の電気事業民営化政策に応じて、首相を社長に据えた州営
の形だけが会社のSESCOが電気事業者として営業している。したがってSESCOの経営政策
が即サラワク州の電力政策と考えてよい（State Secretary OfficeのUtility担当次長）。

１９９９－１１のプロ形と今回の予備調査における関係機関での聴取結果から判断すれ
ば、SESCOの経営政策は「地方電化責任を他人に転嫁し、中でも遠隔地電化は原則として
業務範囲には入れない」ということであり、州政府の政策は「遠隔地電化はSESCOの業務
範囲ではないのでマレイシア政府に社会責任上実施してもらう」ことであることがわかった。

上記政策が現象として現れているのが、１９９９－１１のプロ形報告書（ｐ６８）に述
べた通り、地方電化は；

・SESCOが商業ベースで州の配電網の拡張として実施する電化（A型）
・SESCOが商業ベースで州の配電網の拡張として実施できないため連邦予算で連邦政府
（担当はMRD）が直轄事業としてディーゼル発電設備またはミニ／マイクロ水力発電
設備により局地独立型のミニ配電網を建設する電化（B型）

・SESCOが商業ベースで州の配電網の拡張として実施できないため独立型太陽光発電設
備を連邦予算で連邦政府（担当はMRD）が直轄事業として設置する電化（C型）

の３カテゴリーに分かれている状況である。
（２） サラワク州の地方電化の実態

上記地方電化政策であるSESCOの責任転嫁の程度と州政府が責任転嫁先をどこに求める
かの具体的内容を表４－２－１に示す。
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（本表はSESCOまたは行政が関与する範囲であって、これ以外にバッテリー、エンジン
発電機等を利用している自家発電が存在するが、その実態は殆ど把握されていない。）

PVは表４－２－１最後の太枠で囲ったものに位置付けられている。運営上はSESCOと
は一切関係が無い。地方電化における責任転嫁の基準は配電設備投資額で捕らえている。
SESCO自身が配電設備を自身の費用で設置するのは大まかに需要者1軒あたり10,000RM
までで、それ以上かかるときは行政または需要者が設置費を負担してSESCOに寄付し、
給電を受けることができる（A）。ここで需要者は、家庭（即ちrural家庭）と産業の２カ
テゴリーに分けられる。上記の需要者が負担すべき配電設備費用は、家庭（即ちrural家
庭）用はMRDが肩代わり負担し、産業用は多くの場合産業開発省（Ministry of Industrial 
Development）が負担する。産業開発省の財源は工業団地などへの投資募集などで賄う
とされている。因みに、家内工業は産業開発省は面倒を見ない。

上記のような地方電化における家庭（即ちrural家庭）用でSESCO幹線経由の配電もま
まならない（あまりにも不便なので）場合に、Gen-set（B）とPV（C）の出番となる。
Gen-setは住民代表による自治運営で有料使用でありSESCOが直接基本的保守修理は実
施するがその費用はすべてMRDに回す。PVは住民各戸が自主運営で運営の質に大きな
ばらつきがあるが使用料は一切無料であり、点検修理はMRD直轄事業である。

地方電化の責任転嫁基準を需要者1軒あたり10,000RMとした根拠の合理的理由は得ら
れなかったが、家庭用PV設備のMRD標準コストが9,000RM（プロ形報告）であることを
考慮すると、最低限の家庭電化手段をPVと位置付け、PV設備と同程度のコスト内で地
理的条件如何によりGen-set乃至はGrid給電に格上げすると見てよいであろう。

いずれにせよ遠隔地電化は表４－２－１のGen-set (B）およびPV(C)に示されるように
Grid給電に比べて需要家にとり上手にオリエンテーションをしないと、特にPVは、不便
で質の悪いものになりがちである。この需要家にとってのデメリット感を如何に緩和す
るかが所謂Sustainability担保の重要な要素の１つである。
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４．３　サラワク州における連邦MRD直轄事業

（１） PV設備及びディーゼル発電設備の分布
プロジェクト形成調査と今回の予備調査によるスタンドアロンPV及びGen-set（ディー

ゼル発電による局地独立型集中配電）遠隔地電化地点分布を図４－３－１に示す。設置年
度別のPV電化村落リストを表４－３－１～表４－３－３に、Gen-setの設置村落リストを
表4-3-4に示す。

各設置場所の世帯数は平均約５０で、村落により軒数が大きく異なる。独立家屋と
Longhouseが混在する村落もある。

表４－３－３のNo.1、図４－３－1に示すKg. SAITは、MRDが雇っているコンサルタン
ト会社「FIVE-H」が作成した調査書によれば、Kuchingから４輪駆動車で1.5時間、徒歩で
ジャングルの中を2.5時間のところにあるが、世帯数は５２で殆どが戸建てである。同No.2
のKg.Rejoiは更に徒歩で2.5時間かかる。隔地用太陽光発電設備の唯一の納入業者である

「Projass」社によれば、契約は機器搬入を含めたターンキーLump Sum契約であり、収支管
理が難しいとのこと。例えば12月設置予定のサイトは家庭用90セットを搬入するが、アク
セスルートはKuching→Miriトラックで約400km、Miri→Bareo（観光地）は軽飛行機で約
150km、Bareo⇔LongBarehはヘリで200往復片道10分（約60km、徒歩3日）で、コストも
安全上もriskyとのことである。
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P175, N22などの地区を示す記号は行政区画のようなもので、これらを示す地図は市販され
ていない。今回の調査では入手できなかったが政府行政機関は持っている。本報告書には
この記号を参照する資料は含まれないが、今後の参考用に示しておく。
上表No.1のApin村を２０００年３月１１日および１５日に訪問調査した。
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（MRD提供のProjass社資料より）
１９９９年１１月のプロ形時点では199年度の設置位置はProjass社が未作成のため入手

できなかったが、今回予備調査で入手し図４－１に示す。図４－３－１に示すように
Kuchingに近いほうが設置地点数が多いのは人口密度がKuchingに近いほうが大きいからで
ある。

上表No.３のKeranggas村を２０００－３－１４日に訪問調査した。
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（２） PV設備の仕様
MRD直轄事業によりProjassが設置しているPV設備の仕様を表４－３－５～表４－３－

９に示す。参照の便のためプロ形報告書に記載したものに補足説明を加えて再掲する。

MRDによれば定価を定めており、家庭用RM9,000、集会所用RM16,000、教室用
RM20,000とのことである。

具体的回路は聞かなかったが、対雷対策はlightning protection素子を使って実施してい
るとのこと。Arrestorは設置しない。

インバーターの素子が抜ける事故は避けられないようである。
現在の標準仕様は１９９８年途中からの仕様で、家庭用容量は８０W×2枚に１２５Ahバ

ッテリー2個使用、蛍光灯３個は最初だけ連邦政府支給、ラジオ、カラーTVはユーザー持
ち、カラオケまで買っている例もある。１９９６年に本格的に設置開始した当時はこの倍の
容量８０W×４枚に１２５Ahバッテリー４個使用であった。プロ形調査時MRDからPV設
置例として提示された写真にLonghouse１棟を集中型で給電しているものがあったが、今
回予備調査でProjass社に確認したところによれば、それは以前にSESCOが独自に設置した
もので試作的なもので、現状はSESCO、州および連邦当局も現状は把握しておらず、
MRD設置のものはすべてスタンドアロンである。

勝手にオーバーロード保護をバイパスしてインバーター破損（Abuse事件はこれが多い）
させてしまうケースも少なくない。

木の枝類はケースバイケース、家主に切らせてくれと頼むことが多い（雷対策）。
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４．４　PV設備の使用実績

（１） 維持管理体制
MRD、Projass社（PV設置業者）およびFIVE-H社（コンサルタント）からの聴取によれ

ば、現在の維持管理体制はMRDと民間企業の間の巡回点検保守契約および修理契約の２本
建てで実施されている。

上記巡回点検保守契約はProjass（PV設置業者）と締結されており、その内容は、
金額：1999～2003の5年間でサバ、サラワク全体グロスで3百万RMである。
業務範囲：年1回の巡回点検保守を実施する、上記で交通費、Man-Hr代をカバーする。

上記の修理契約は巡回点検保守契約とは別契約で、修理部品、修理作業代金は別途MRD
がコンサル社FIVE-Hの評価報告を基にして決定しProjass社に随時発注する。

1997と1998の事故分析からProjassは年4回の定期巡回サービスを提案したが上記の通り
となってしまった。実態は住民からのクレームがいろいろなルートでMRDに上がってくる
ので、巡回は適宜実施することになり定期年1回という形にはなっていない。表４－４－１
にMRDを通して聴取した簡単な事故分析を示す。実態報告書はProjassからMRDに月報を
出しているが、これはProjassからJICAに手渡すわけにはいかないのでMRDに要求する必
要がある。

住民からのクレームは些細かつ身勝手なものが少なくない（バッテリー液蒸発、電球は
住民持ちなのに切れると交換要求してくるなど）。クレーム伝達方法は主に手紙で、たまに
は携帯電話も使われる。アマ無線は無い。クレームルートは村の有力者経由、政治家経由、
村民直接、など多様である。クレームの受付はMRDで、上がってきたクレームはMRDか
らコンサル社FIVE-Hに伝え、同社が評価し、処置をMRDに推奨する。MRDはそれを基に
Projassに修理発注をする。

サラワクでの巡回点検要員は、クチンProjass事務所に1チーム2名を2組（計4名）配置し
ている。

FIVE-H社はcommissioningと現場でのユーザーへの口頭説明を担当する。
簡単な使用上の注意事項は機器収納箱に図解ポスター形式で添付している。
保守点検員が現地出張したときの宿と食事はケースバイケースで、村落の好意で提供す

る場合もあれば、全部Projassが準備せねばならない場合もある。
電気がさして欲しくもないのにPVが設置されてしまったというようなミスマッチはいま

のところない。
MRDが設置したPVについては料金徴収はしていない。徴収費用のほうがSESCO標準料

金より高くなるので無償にしていると説明されているが、政府（MRD）は予算を執行する
機能はあるが国民から金員を直接徴収する機能はないという解釈もある。

マラリアについてはあまり問題ではないが、MRDの実務担当者はこのPVの業務でマラ
リアに罹ったことがある（本人によれば、多分サバ州で感染したと思う、クアラルンプー
ルで１０日入院したとのことであった）。病気としてはコレラにも注意したほうがよい。

（２） 使用の実態
２０００年３月１１日に訪問調査したApin村、および２０００年３月１４日に訪問調査し

たKeranggas村での使用状況を要約する。アクセス、設置外観、生活状況などは本報告書
の第３章に記載されている。
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両村の共通点は；
１）MRDによるPV設備は概ね良好に使用されているが、一部はバッテリーの過放電が

見られた。
２）MRDによるPV機器は標準化されて、丁寧に設置・配線されおり、仕様の面では問

題ない一方、保守、取り扱いは問題があるようだがその全貌はつかみにくい。
３）PV設置前からディーゼル発電が使用されており、現在もPVと平行して利用されて

いる。住民の電化希望はディーゼル発電であったが結果はPV発電となった。

両村を比較すると；
１）家庭用PV設備はApin村の８０Wモジュール×４、バッテリー１２５Ah×４に対し、

Keranggas村は８０W×２、バッテリー１２５Ah×２で、MRDによれば新型と称する
半分の容量となっている。

２）バッテリー過放電件数はApin村は５６軒中僅か１～２件に対しKeranggas村は６２
軒中９件であった。Keranggasは１９９９年１１月設置したばかりで、老人が多いせ
いであり、また発電容量が８０W２枚でApinの半分だからであろう。

３）Apinのディーゼル発電機は１～５kWクラスが自己負担で１０軒で使われており、
Keranggasは地方政治家の寄付による２５KWの集中配電であった。

マレイシア国政府高官の現状認識は連邦側とサラワク州側とでは些か異なり、MRDから
は、PVはディーゼル発電などの電気が一切無いところに設置しているのでPV設置後購入
した筈というコメントがあったが、SPUから、実状はJICA現地調査の通りであり、行政上
無電化と称されていても、自己負担或いは地方政治家の世話で自己防衛的に電化している
ケースが少なくないとのコメントがあった。

４．５　ＰＶ電化村落に対する現地踏査

（１） Apin村（2000年3月11日）
場所：Kuchingより車1.5時間＋ボート50分＋徒歩20分。別紙地図参照
所帯数：５６　独立家屋。 PV設置年：１９９７／１９９８
PVセット設置数：家庭用５６、モスク１、教室１０、診療所/警察１、共役灯７
仕様：家庭用(旧型－大容量)80Wモジュール×4枚、バッテリー125Ah×4(C100で)、イン

バーター210V、TR624E（600W）米国TRACE社製、数個の矩形波近似。電灯4個、
80W、60Wコンセント各１で1日4時間使用に対応。

利用状況：一応満足に利用されている。（初期の大容量型だからであろう）
保守状況：使い過ぎによる過放電が数件ある。
特記事項：10軒はPV電化以前から10年以上自前でディーゼル発電で電化していた。住民

から政府への電化申請はディーゼルで頼んだがPVになった。現在もPVで不足する分
は依然としてディーゼルを利用している。

（２） Keranggas村（2000年3月14日）
場所：Kuchingより車2.5時間＋ボート50分＋徒歩5分。別紙地図参照
所帯数：６２　Longhouseが多い。PV設置年：１９９９年１１月
PVセット設置数：家庭用６２、教会１、教室３、集会所１
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仕様：家庭用(新型－小容量)80Wモジュール×２枚、バッテリー125Ah×2(C100で)、イ
ンバーター210V、オーストラリアBP製RES400（400W）、full sine wave。電灯3個、
60Wコンセント１で1日4時間使用に対応。

利用状況：一応利用されているが昨年末に稼動したばかりのためか使用慣れしてない模
様。

保守状況：使い過ぎによる過放電が９件ある、同行した設置業者にクレームが集中して
いた。（新型で上記Apinの半分の容量しかなく、老人が多いからであろう）

特記事項：村全体がPV電化以前から10年以上自前でディーゼル発電（政治家の寄付）で
電化していた。住民から政府への電化申請はディーゼルで頼んだがPVになった。現在
は週一回点検をかねてディーゼルも利用している（有料）。

上記２カ村の踏査状況写真と説明を図４－５－５～図４－５－１０に示す。

４．６　PVによる遠隔地電化の評価

マレイシア国が提案しているPVによる遠隔地電化マスタープラン作成の目的がシステムの持続
性担保であるが、同国のPVによる遠隔地電化はかなり明確な方針と体制で既に実施され始めて
おり、白紙の状態ではないという背景を考慮し、同国のシステムの持続性を電力供給技術と経
済面から一応の評価をする。

（１） 技術面
結論：バッテリーの適正使用法についてのユーザー教育が不十分である。

現在のPVシステムの主要構成品は先進国で入手できる標準品を使用しているので予定さ
れた使用基準に沿って使用される限り特に技術的問題はない。技術上の問題はPVシステム
に限らず、使用者の期待とシステム供給者のセールストークの乖離によって生ずる相対的
な問題である。スタンドアロンPVシステムにおいて、この意味での問題を１点に絞ると

「バッテリーの適正な使用」になる。バッテリー自身はBPブランドのPV用サイクルサー
ビス仕様のものなので世界レベルの標準品質であり、部品選定上問題はない。

今回の現地踏査でバッテリーの不適正使用による過放電が見られたが、設置当局者はこ
れをAbuseと称して巡回点検業務ではバッテリーの事故扱いにしていない。１番重要な問
題から逃げている。PVのセールスポイントは他の再生可能エネルギーに比べてメンテナン
スフリーと言う点であるが、これは「バッテリーを除いては」という隠れた但し書きがあ
ることに留意せねばならない。PVのセールストークではこの隠れた但し書きは当業者にと
っては常識なので通常説明されないのである。先進国において集中型系統連系PVを主流と
しているのはバッテリー使用を避けるのが最大の目的なのである。

（２） 産業構造インフラ
結論：マ国内に信頼できそうなPV設置業者が存在することはシステム供給・維持の点で
他の途上国に比べて非常に有利であるが、一旦システムが普及した以上、唯１社である
ことは将来の不安材料である。

この種の遠隔地電化はそもそも営業のスケールメリットを追求する近代産業の方針に馴
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染みにくいもので、大型の電力開発事業のように買い手市場ではない、所謂割の合わない
商売になりがちである。もしProjass社が営業方針でこの商売を止めたら誰が拾うかは問題
である。

（３） 経済面
結論：現在の遠隔地１世帯当りの電化費用を、最低限度の容量の比較的使いやすいオン
サイト発電設備（PV）で一応9,000RMとしていることは妥当である。

遠隔地電化では電力kWh単価で電力供給手段を比較すると、前提条件が仮定の積み重ねと
なり、電力供給手段選定の有力な方法ではない。むしろ負担できる（このケースでは行政
側であるMRDが負担できる）絶対額で割り切るほうが理論が安定する。

（４） PVスタンドアロン採用の妥当性
結論：現在の世界の技術レベルでは小容量遠隔地電化手段として技術・経済両面から妥
当な選択である。

本調査の打ち合わせ過程でマレイシア国側の各機関からPV以外の再生可能エネルギーを遠
隔地電化に利用したらという話題がしばしば出たが、この種の提案は日本国内でも未だに
よく出てくる議論である。勿論純技術的には水力、バイオマス、風力、潮力なども遠隔地
電化に利用できないことはないが、結局極めて不経済なものになることは石油危機後の世
界中での試行錯誤で実証済みである。その詳細はここでは省略するが、遠隔地電化用には
再生可能エネルギーの中ではPVのみが産業界がどうにか供給体制を保っているのはこのよ
うな事情があるからである。水力、バイオマス、風力、地熱、潮力などは遠隔地電化用に
は企業の商売として成り立つものは結局出てこなかったのである。企業が相手にしなけれ
ば「持続性」は保てない。

ディーゼル発電との比較についても、遠隔地電化用PV採用に当たり必ず検討される問題で
あるが、実際のところ、遠隔地への運賃を含む燃料費、運転保守費を入れても村単位のデ
ィーゼル発電のほうが、経費とavailabilityの両面から有利となるケースが多い。ディーゼ
ル発電は運転保守が村民自治組織にとって難しいといわれることが多いが、船外機、オー
トバイなどの内燃機関を身近に扱っているのであるから村に何人かは器用な人間はいる筈
である。事実自衛的自家発電村は殆どディーゼル発電を利用しておりPVを利用している実
例はマ国や他の途上国でも非常に稀である。ディーゼル発電とPVの比較に関しては、一種
の政策的割きりが必要であって、その意味でマ政府が村へのアクセス条件でPV採用の可否
を決めているのはよい方法であると言える。

今回調査した２カ村でも既に自家発ディーゼルがあり、PVと併用されていたが、この状況
はPV追加設置を否定的に捉えるよりも、自家発電をする位電気を望んでいるところにPV
を設置するので電気利用の受け入れ体制にミスマッチはないと肯定的に解釈すべきであろ
う。

スタンドアロンPVかセントラルPVかの議論もよくなされるものであり、事実MECMか
らもLonghouseは世帯がまとまっているからセントラルが良いなどの意見も出たが、PVは
スケールメリットもデメリットも無いというのが一つの特徴であるので、負荷が分散して
いる場合は敢えてセントラルにする利益はない。標準化と各世帯で責任を持つという意味
からも現在のスタンドアロンの選択は妥当である。
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（５） 環境問題（廃棄物としてのバッテリー）
結論：この問題を敢えて取り上げるとすれば、供給者に回収責任を課すことと、その具
体的方法を勧告するにとどめるのがよい。

バッテリーは燃料に例えれば長期間持つ固形燃料のようなものであり、寿命後は減容出来
ない燃え滓のようなものであって遠隔地では実害の存否はともかくとしても目立ちやすい。
スタンドアロンPVの泣き所である。バッテリーは１国の廃棄物処理政策の中で処理さるべ
きものであるので、遠隔地に廃棄物を置き去りにしないという観点から、供給者に回収義
務を課し１国の廃棄物処理政策のループに入れるに止めるしかない。今回訪問した両村に
もPV用ではないバッテリーが保管か廃棄か区別できない状態で置かれているのが散見され
たが少数でも目立つものである。回収を実行した場合でも「PV用のバッテリーは持ち帰り
ました」というような看板を出す必要があるだろう。

４．７　事前調査S/W協議における留意事項

Ｓ／Ｗ協議における本分野にかかる留意点を簡単に項目のみ列挙する。
（１） MRDとProjass社またはFIVE-H社が実施する巡回点検業務にJICAが同行参加する権利を

保有する（設置済みの設備の実態調査が本格調査のかなりの部分を占めると思われる）。
（２） JICAが自由に操作試験できる実際に設置しているのと同一仕様のシステムを数セット

Kuching市街地付近に設置する（村に設置したものはJICAが直接触らないほうがよい）。
（３） MRD設置システムに関する情報開示協定を明確に（過去の巡回点検結果、機器仕様、

回路図、村落内地図、村落調査結果、経済比較など）。
（４） オンサイトの日照量測定を数カ村で実施（仕様が既に決まっているが、日照量連続不

足日を実際にある程度把握して過放電対策教育の資料とする－今までにオンサイト測定は
されていない）。
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図４－５－１�図４－５－１�図４－５－１�図４－５－１�図４－５－１�　�Apin村アクセス�

Samarahan川渡し�Ferry Sadangボート乗り場�

ボート内部�

Apin村�
北緯  １°24’39.4
東�経� 110°�40’�17.6
Kuchingか�ら�
直線距離で�40km
道�程�は�140km

Apin村桟橋下�

Apin村桟橋上�

川沿いの村�

30馬力ガソリン船外機×２基掛け�
　　　巡航�30～�36km/hr
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図４－５－２�図４－５－２�図４－５－２�図４－５－２�図４－５－２�　Apin村家屋と�PV設置外観�

PVパネル�

屋根からの雨水タンク�

自家用ディーゼル発�
電配線�

家主の説明ではディーゼルは自家のみ�
で使用しているとのことであるが、�配�
線は隣家に伸びている�

PVパネル�

PVパネル�

PVパネル�

PVパネル�

民家�

民家�

民家�

副村長の家�

モスク�

手前に見える電線は他家に伸びる線。�
発電源はモスク裏の小型ディーゼル�
発電機�（図�4-5-5 参照）�

この村の�PV設備は初期の�
仕様で�80W×�4枚で現標準�
型の�2倍の容量である�
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図４－５－３�図４－５－３�図４－５－３�図４－５－３�図４－５－３�　Apin村家屋内部の設置状況�

屋内は金属製コンディットで配線�

対雷保護盤�

ブレーカー�

別の家の状況�副村長の家の内部�

制御盤�

インバーター収納箱、�約�12ミリ合板製、�錠前付�

コンセント�2個�所�
（Keranggas村は�1個�）

バッテリー収納箱、�約�12ミリ合板製、�錠前付き�

制御盤�

副村長宅聴取状況�

この蛍光燈はディー�
ゼル専用�
配線はタコ配線�

別の民家の�PV配線と�MRD支�
給の電灯。�
この家はディーゼルは無い�

副村長宅昼食状況�PV配線と�MRD支給の電灯�

この蛍光燈はディーゼル専用�
配線はタコ配線�
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図４－５－４�図４－５－４�図４－５－４�図４－５－４�図４－５－４�　Apin村自家用ディーゼル発電機の例�

副村長宅の自家用ディーゼル発電機�1.5kVA（推�定）�

モスクのバックアップ用自家用ディーゼル発電機�1.5kVA（推�定）�

PVパネル�

モスク建屋�

自家用ディーゼル発電機５ｋ�VA×�2台�
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図４－５－５�図４－５－５�図４－５－５�図４－５－５�図４－５－５�　�Apin 村インフラ等�

椰子殻剥き作業場と椰子の殻�
自家用船外機付きボートと村内水路�

消火器スタンド�
副村長宅電話用アンテナ�

屋根からの雨水タンク�

桟橋に至る木道�

小学校に至る木道�
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図４－５－６�図４－５－６�図４－５－６�図４－５－６�図４－５－６�　Keranggas村アクセス�

Keranggas村�
北緯  １°12’48.6
東�経� 111°�07’�19.7
Kuchingか�ら�
直線距離で�90km
道�程�は�160km

インドネシア国境�

Pantu桟橋下のボート�

Pantu桟橋�

川は障害物が多く蛇行し水深�
も浅い。�巡航と徐行の繰り返�
しが続く。�

Keranggas村桟橋�
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図４－５－７�図４－５－７�図４－５－７�図４－５－７�図４－５－７�　Keranggas村家屋と�PV設置外観�

自家用�25kWディーゼ�
ル発電配線と電柱� PVパネル�

聞き取り調査をした�2棟�で�27世帯の�
Longhouse。　右下階段を昇った暗�
がりがベランダ状の空間（下の写�
真）�となっており、�会合、�むしろ作�
りなどの作業、�収納に利用される。�
PV用バッテリー�・�インバーターもこ�
のスペースに設置されている。�

地元政治家から寄付された�2 5 k W
ディーゼル発電機はこの線の先に設置�
されている（図４－５－９参照）�。�

PVパネル群�
PVパネル�

教室�Longhouseベランダ内部より�

Longhouseベランダ内部�

階段から上がったと�
ころは通路があり、�こ�
こに�PV 用インバー�
ター�・�バッテリー収納�
箱が設置されている。�

PV用配線コンディッ�ト�PV用電灯�ディーゼル用蛍光燈�

こちら側が居住ス�
ペースとなっており�、
１軒当り１扉が設け�
られている。�

通路手摺�
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図４－５－８�図４－５－８�図４－５－８�図４－５－８�図４－５－８�　Keranggas村家屋内部の設置状況�

PV用機器収納柵�
の中に更に合板�
製収納箱�

制御函調整中�

BP銘�板�RES400型�
4 0 0 Wインバー�
ター�

Projass 銘�板�

BP銘板バッテリー�125Ah×�2

Longhouseベ�ラ�ン�
ダ通路に置かれた�
PV用機器収納柵。�
この中に更に合板�
製機器収納箱があ�
る。�

対雷保護盤と�
ブレーカー�

PV用配線コンディット�

ディーゼル発電用�
蛍光燈と配線�

村長宅ダイニングキッチン様スペースの天井�

PV用電灯�

Longhouseベランダでの聴取状況�
Longhouse住居の内部�

TV

扇風機�
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図４－５－９�図４－５－９�図４－５－９�図４－５－９�図４－５－９�　Keranggas村自家用ディーゼル発電機等�

地元政治家から寄付された25kWディーゼル�
発電機小屋と燃料ドラム缶�2本�。�
週に�1晩は保守を兼ねて運転している。�

この小屋の裏に上記の�25kWディーゼル�
発電機小屋と燃料ドラム缶がある。�

Longhouseに伸びるディーゼル発電幹線�

地元政治家から寄付された�
10kWディーゼル発電機小屋。�
週�に�1 晩は保守を兼ねて運転�
している。�

16kg入り石油ガスボンベ�（マ�国標準品�）�を炊事に使う�（村�長宅）� 同じ台所で薪も使う�
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図４－５－１０�図４－５－１０�図４－５－１０�図４－５－１０�図４－５－１０�　Keranggas村インフラ等�

Longhouse 床下で自家用ボートの手�
入れ�

ヤマハオートバイ�

ボートやオートバイを使っている�
のならディーゼル発電する位は難�
しくない筈�

Longhouseから桟橋に至る木道�

この配線はディーゼル発電機から�

桟橋から�Longhouseに上って�
くる道と胡椒栽培状況�
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第５章　地方電化計画

５．１　サラワク州における電力需給

（１） サラワク州電気事業とサラワク電力供給公社の組織
サラワク州における電力供給は、1962年のサラワク電気供給法令に従い、1963年１月に

設立されたサラワク電力供給公社（SESCO）が担当している。その法令によるSESCOの
機能は以下の通り。

・サラワク州の電力設備およびその運用管理を継承する。
・最適な電力設備を設置し、運用管理する。
・サラワク州の経済発展を主眼に置き、発電事業を推進する。
・妥当な価格で、安定した電力を供給する。
・発電、送配電および電力利用に関する、全ての事項について記録する。

具体的には、サラワク州全体における主幹系統から顧客に至るまでの発電、送電、変電、
配電および営業業務を一貫して実施し、それに伴う送配電線、発電所、変電所、その他
設備の建設、リハビリテーション、運用維持管理を行うこととなっている。SESCOの組
織および各部の役割は、図5-1に示すとおりである。

一方、サラワク州の地方電化に関しては、地方電化体制（Rural Electrification 
Scheme(RES) という名の下に、マレイシア連邦政府機関MRDにより実施されている。
SESCOの1998年度年次報告書によると、このRESで現在までに、65箇所のプロジェクト
が実施され、5,214世帯が電化された。これらの施設は、SESCOに引き渡されグリッドに
組み込まれている。これらのプロジェクトのリストが表5-1に示される。

これ以外に、MRDは11箇所の太陽光による電化（334世帯）、２箇所のマイクロ水力／
Gen-setのハイブリッド電化（276世帯）を設置した。これらは、太陽光の場合は、直接
住民に、また、ハイブリッド・システムは村落共同体に移管されている。地方電化につ
いては、次項で詳述する。
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（２） サラワク州の電力需要の現状および将来予測

サラワク州の電力消費量は、1989年から1998年の10年間で約3.3倍に増加した。特に工業
用電力の伸びが顕著である。表5-2に最近の電力消費量の推移を示す。サラワク州におい
ても、1997年までの急激な需要増加が、経済危機の影響から1998年には2.5％程度の増加
にとどまっている。

ここで、サラワク州の日負荷曲線例を図5-2に示す。この曲線から最大電力は10時と14時
に発生している。これは、家庭用より業務用電力が主要な部分を占める負荷パターンで
サラワク州においても半島部と同様なパターンである。これは、近年のサラワク沿岸地
域での工業化の伸びを示しているものと解釈できる。しかし、夜間電力消費量が日中に
比べ少ないことは、工業分野の種別もまだ大規模のものは参入していないと言える。

図5-3に第７次マレイシア計画中間レビューによる2000年までのサワラク州の需要予測を
示す。経済危機の影響はあるものの、他の地域に比較すると、堅調な延びが予測されて
いる。サラワク州における大型の電源開発としては、規模縮小（500MW程度）され、島
内利用へ変更が検討されているバクン水力がある。
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一方、サラワク州内の今後の電力需要予測については、今回の調査でSESCOから提供を
受けた資料によると1999年から2010年までの年間発生電力および電力需要予想が、図
5-4に示される。これによると、中間値でみると2010年には年間発生電力量は1999年の約
2.7倍、設備電力は2.5倍となっている。
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（２） サラワク州の発送電設備の現状および拡張計画
サラワク州における主要発電設備は、表5-3に示したとおりである。1998年のピーク需要

462MWに対し発電設備容量は606MWであるが、設備の多くは、系統に連系されないた
め、実際の裕度は、厳しいものと考えられる。
表5-4には、サラワク州における送配電設備の概要をまとめている。最高電圧275kVの
送電線が、海岸沿いの平野部を中心に設置され、その総恒長は765kmに達する。ただし、
電力系統がカバーしているのは、平野部のみであり、内陸部では送電線までの地形的、
距離的そしてコスト的な困難さから系統連系されず、電化は分散電源によるか、もしく
は、未電化のままである。

サラワクにおける電力設備の概要を図5-5に示す。
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電力系統としては、275kV送電線765km、132kV送電線128kmを主幹系統とし、33kV、
11kVの配電線で需要家への電力供給を行っている。配電線の拡張は、随時行われている
が、送電線の拡張計画については、表5-6に示すように1999年から2010年までの275kV送
電線計画がSESCOから資料が提供された。

（４） サラワク州における電気料金
サラワク州の電力供給公社であるSESCOの管轄であるGrid電化システムにおける電気料

金体系は、SESCOの電気料金表によると表5-7に示すものである。

一方、Grid電化に組み込まれず、MRDによって電化されたPV電化村では、機器は住
民に無償貸与され、住民の自己管理で、電気料金は一切徴収されていない。
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5.2 サラワク州における地方電化計画

（１） 地方電化計画
マレイシアにおける地方電化計画では、電気事業という側面だけでなく、農村社会開発

という側面が重視される。実際、サラワク州における地方電化計画は、マレイシア政
府・地方開発省 (MRD) の予算により実施されている。
このように、地方電化は連邦政府の地方開発省が中心になって実施しているが、一方、
第７次５ヶ年開発計画のはじめに村落総合開発計画 (VIDP) が起案され、この５年間に
検討が続けられ、2000年の６月に計画の具体案が具申され、第８次開発計画に組み込まれ
るとの情報がある。このVIDPにおいても農村社会開発の視点で地方電化が含まれている。
この計画は国家規模での計画で、１つのDistrict内で５ヵ村当たり１村落を選び、Small 
Gen-setの設置が基本となっている。一方、SPUでの情報では、サラワク州独自の農村開
発計画 (RGC : Rural Growth Center) を策定し、既に実施しているとのことで、このRGC
計画でも農村住民の電化の希望を聞き、相談にのっているとのことである。これら計画
の相互の関係は、今回の調査で明確には出来なかった。

連邦政府、州政府の各機関、電気事業者であるSESCOおよび村落も含めた、地方電化に
関わる役割分担を、表5-8にまとめる。一般的に表現すれば、1996年以降は、地方電化の
うち、33 kV以下の配電線による電化および配電系統に接続されない電化は、SESCOで
はなく、連邦政府（一部州政府）が実施しているということである。

7次マレイシア計画 (1996 - 2000) では、469百万RMがMRDの地方電化計画に割り当て
られ、うち218.5百万RMがサラワク州地方電化計画に割り当てられている。地方電化の
方法の中で、配電系統の拡張および燃料輸送が困難な僻地エリアでは、太陽光発電が用
いられており、サラワク州地方電化予算のうち、約20%がこれに当てられている。太陽
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光発電の導入実績としては、1996年2件，1997年12件，1998年25件と着実に実施してき
ており、また、1999年も21件が計画されている。現在サラワク州では、30%が未電化と
して残っているが、他の電化方法が困難な僻地においても、このように政府主導で電化
が実施されていることは評価できる。

このように、連邦政府および州政府による地方電化の実績があるので、JICAプロジェ
クトとして、太陽光発電の導入促進という意義は薄いと考えられる。しかし、現状では、
太陽光発電設備が、MRDにより無償で住民に供与され、その後の管理が住民の自主管理
に任されている結果、住民によるこれら設備の維持管理が十分に行われていないことで
設備寿命を全うできず、そのsustainabilityが問題となりつつある。この点で、地方電化
計画作成時点で、これら太陽光発電設備の維持管理システムおよび使用者である住民の
教育指導マニュアルを含めた計画を作成することが今後の地方電化計画をより完全な形
にするためのキーポイントとなる。この点で、JICAの技術支援の意義が見出せるかも知
れない。

僻地における太陽光発電プロジェクトの実施手順は、図5-6に示すとおりである。州レ
ルで実施される村落開発委員会が村落から要求された電化希望地区の選択を行い、MRD
へ要求する。 MRDは、電化要求をコンサルタント（インハウスコンサルタント “Five-
H Associates”）にチェックさせた上で、工事業者（”Projass” の1社独占）に工事およ
び運転管理を、政府予算により直接発注する。このため、工事実施後の状況は、州レベ
ルでは、把握されていない様子である。SESCOについても州の村落開発委員会には参加
するが、それ以降の電化の実施については、関与することはない。また、MRDにおいて
も、業者まかせになっているため、現状把握できているかどうかは疑問である。

この問題を解消するために、連邦政府は、EPUの下部機関として、プロジェクトの実際
の進捗状況を監理するために、出先機関としてSDO (State Development Office) をサラワ
ク州クチン市に設置している。特に、MRDは州での出先機関を有していないのでMRD
のプロジェクト、即ち地方電化の実施についてはSDOで監視しているとのことである。
しかし、SDO事務所が、SPUの建物内に併設されているが、両者間のコミュニケーショ
ンが密接に行われているとの印象は得られなかった。

このため、JICAプロジェクトでは、既設太陽光プラントの現状調査による、問題点の抽
出が非常に重要であると考える。実際、工事後のメンテナンスが問題であるという意見
が、各所であった。対策には、僻地であるため村落レベルでの運転管理体制が必要であ
るが、技術指導および将来の配電線拡張との協調という点で、サラワク州の唯一の電気
事業者であるSESCOが今後深く関わっていく必要がある。

実際、図5-7に示されるようにSESCOの州内に配置されている営業所（発電所に併設が多
い）が比較的州全域に分布しており、SESCOではこの営業所に技術員を置いて修理点検
業務を行っているとのことで、この営業所にMRDの出資で太陽光発電機器の巡回監視員
を配置し、現在実施されている以上に多くの回数の巡回を行い、修理あるいは、機器運
転保守の住民への指導教育を行うようにすれば、機器の寿命延長を期待出来、またその
地区がGrid電化されれば、これらの太陽光発電設備を他の未電化地区へ移転供与するこ
とが出来、太陽光発電による電化計画のsustainabilityを確保維持出来ることになる。ま
た、SESCOは、Grid電化における配電網を常に検討しているわけで州内の電気需要者の
要求意識をよく理解しており、Gen-setによる電化と太陽光による電化の地域分けに対し
て適切な情報をMLRDに与えることが出来、RGCの活動やVIDP計画とMRDによる電化
計画をうまく両立させることが期待できる。
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（２） 関連機関および対応
サラワク州の地方電化に関して関係する機関は図5-6に示される通りであるが、ここで

各機関の地方電化に対する対応を再確認しておく。前回のプロジェクト形成基礎調査で
も指摘された問題であるが、各関連機関の地方電化に対する考え方や対応の仕方を本格
調査においても十分に調査確認し、最適な方法で関連機関を本計画に関与させることが
本格調査の意義付けを決めることになろう。

1) MECM ：今回の調査要請元であり、電力供給セクターの開発政策の策定を担当して
いる。当然、本調査における問題意識を十分認識しており、今後の本格調
査についてもMECMとの接触は十分なものにする必要がある。

2) MRD ：マレイシア連邦政府の地方開発に関する計画，立案，予算，実施全てを担
当する位置にある。特に、地方電化については計画および実施について地
方社会開発に伴う電化計画実施に実績を持っており、MRDとしての自負お
よび自信を持っている。JICAの本調査についてはあまり良い感じを持って
いないように感じるので今後の本格調査を進めるに当たって十分な根回し
が必要と思われる。

3) EPU ：マレイシア連邦政府の経済計画担当の組識で各省の上位にある。地方開発
計画（電化計画を含めて）についても計画決定をする立場であり、本格調
査を進めるに当たってもEPUからの情報が不可欠である。

4) SPU ：サラワク州政府の開発計画全般を管理する立場にある。組織上は、EPUと
同じような立場にあるが、連邦政府と州政府の機関としての違いがある。
今回も本調査について事前の情報伝達がEPUもしくはMECMから十分に行
われていなかったため、調査団の調査に支障をきたしたことは認めざるを
得ない。今回、この連絡体制についての改善を申し入れたが、連邦・州両
政府間の微妙な問題があるようで今後もこの点でスムーズな調査実施には、
日本側の対処に努力が必要ではと懸念される。地方電化についても住民か
らの電化申請を受けて審査する地方開発委員会の構成員であるので今後の
調査でもSPUとの接触は十分密接に行うべきであろう。

5) MLRD ：MLRD（地方土地開発省）は、サラワク州政府の組織で、SPUと同じく地
方電化計画推進には重要な位置に当たる。今回、JICA調査を進めるに当た
って、連邦政府および州政府両者の関連機関の間でProject Steering 
Committeeが組織されたが、このMLRDがメンバーに入っていなかった。
これについてSPUからクレームが出され、今回MECMでの最終報告会にお
いてMECM側から同委員会メンバーに加えることが確約された経緯があ
る。
MLRDは、特に、州政府主導の地方開発計画であるRGCを進めているので
地方電化計画についても本格調査においては特に接触を保つことが必要で
あろう。
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6) SDO ：前回プロジェクト形成基礎調査時の情報では、サラワク州政府の機関との
理解であったが、今回の調査で連邦政府の州への出先機関と分かった。一
つの特定省に属するのではなく、各省の実施するプロジェクトの進捗、支
払い等の状況を監視する役目を担っている。サラワク州においてもその本
部をクチン市のSPUの事務所内に置き、業務を実行している。また、各
districtにも支所を置いているようである。地方電化事業については、MRD
がサラワク州に直接の出先機関を有していないので、SDOが代行している
とのことであった。形成調査時の情報では、SDOは地方開発委員会 (Rural 
Development Committee) のメンバーで地域住民からの電化申請の審査に関
与しているとのことであったが、今回の情報では、SDOはこの委員会には
属さず、むしろプロジェクトの実施後の進捗状況を監視する立場にある。
しかし、今回のSDO事務所での面談から得られた情報では、SDOのクチン
事務所で地方電化に関する住民からの申請書および審査を通過し電化工事
の実施承認された住民（世帯）の過去数年分の記録をファイル保管してい
るとのことである。これらの情報は、今後効率的で有効な電化計画を作成
する上で役立つものと思われるので、本格調査では、これらの情報を収集
し、検討資料とすることが推奨される。

7) SESCO：現状ではサラワク州の地方電化のうちSESCOの配電網に接続できない地域
の電化は連邦政府のMRDの予算で実施され、発電設備は、独立型で住民自
身や地域共同体に供与されている。このように、SESCOにとっては、事業
運営の面からこれらは採算性が低く、電化計画に関与したくないのが本音
である。上記Steering Committeeのメンバーに登録されているが、積極的
に参加しているとは思われない。しかし、地域住民の電力への関心度や需
要の変化等に最も情報を持っているSESCOがこの再生可能エネルギー利用
地方電化計画に参画することは、計画そのものに対してだけではなく
SESCO自身にも有益なことと言える。今後もSESCOの企業体の地方への貢
献という観点からも積極的な取り組みが求められる。

今後の調査の参考に、図5-8にサラワク州政府の組織図を示しておく。
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図5-8  サラワク州政府組織図



（３） 関連インフラ整備計画
サラワク州における地方電化計画の実施において、その開発に対して制約条件として、

人口および村落分布の希薄さに加え、熱帯雨林や湿地帯の存在等の地勢上の条件が大き
く存在し、これら地方村落への配電網の拡張を阻んでおり、電化の推進が遅れているこ
とは、既に大方の認める所である。この点、サラワク州の電力供給責任を担っている
SESCOでも道路網の未整備が配電網拡充を遅らせていることを認めている。そこで地方
電化促進のための手段として道路等のインフラ基盤整備が上げられる。

サラワク州の現在の道路網は、図5-9に示される。この図から見られるように道路網は沿
岸ぞいの主要都市を結ぶもので地方との連絡はほとんどが河川利用による船舶による交
通となっている。第7次国家開発計画では、地方部における輸送システムを改善・拡充
するために道路のカバー率を向上し、道路網の改善に引き続き努力することがあげられ
ているが、サラワク州における具体的な地方道路改善・拡充計画は不明である。今回、
特に、道路の整備計画について調査を試みたが、時間的な制約で担当機関を訪問し情報
を集めることが出来なかった。サラワク州の道路計画は、サラワク州政府のインフラ開
発運輸省 (Ministry of Infrastructure Development and Communications; MIDC) に属する
公共事業局 (Public Works Department ; PWD) が担当している。SPU事務所でサラワク
州の各District別の道路図を見かけたが、GISで作成しているとのことであった。しかし、
現状を表したものだけで将来の計画図は見られなかった。

インフラ整備に関連して、工業団地等の経済開発計画についてSPU事務所で質問してみ
たが、特定の計画名等の説明はなかった。また、地方の、特に山間部での開発計画は、
まったくないとの印象を受けた。沿岸部にはいくつか計画はあるようだが、これも当然
ながら、道路が整備されている地区に開発計画が優先される事実を示している。
これらの点からも、一般的な手法である配電網拡充による地方電化はここサラワク州で
は経済的では無いと言える。この状況では、Gen-setによる電化と太陽光による電化の組
み合わせが有効と言える。

本格調査では、サラワク州の道路計画、特に山間部における社会・経済開発計画につい
て関係機関での調査を行い、その計画を十分に考慮に取り入れてＰＶ電化の重点地域を
選定することが、PV電化のsustainabilityを確保する面で必要となろう。
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（４） 他の援助機間の動向
今回の調査では、サラワク州での地方電化への他の国際的な援助機間の活動についての
情報は得られなかった。
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